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「ヒトＥＳ細胞の使用に関する指針」及び「ヒトｉＰＳ細胞又はヒト組織幹細胞からの生殖細胞

の作成を行う研究に関する指針」等の一部改正について（通知） 

 

 これまで、ヒトＥＳ細胞の樹立、分配及び使用に当たっては「ヒトＥＳ細胞の樹立に関する指 

針」（平成 31 年文部科学省・厚生労働省告示第４号）、「ヒトＥＳ細胞の分配機関に関する指

針」（平成 31 年文部科学省告示第 69 号）及び「ヒトＥＳ細胞の使用に関する指針」（平成 31 

年文部科学省告示第 68 号）により、またｉＰＳ細胞等から生殖細胞を作成する研究に当たって

は「ヒトｉＰＳ細胞又はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を行う研究に関する指針」（平成

22 年文部科学省告示第 88 号）により、それらの適正な実施を図ってきたところですが、今般、

各指針の見直しを行い、本日付けで施行するので、下記のとおり通知します。なお、改正の趣旨

は下記１、主な改正内容は下記２のとおりです。また、改正により必要となる手続等は下記３の

とおりです。 

 つきましては、貴機関、貴団体又は管下において研究に携わる者全てに改正後の指針が遵守さ

れるよう、周知徹底をお願いします。 

殿 



 

 

記 

 

１．改正の趣旨について  

 近年、ヒト生殖細胞を用いることなく、ヒトＥＳ細胞やヒトｉＰＳ細胞等からヒト胚に類似し

た構造物である「ヒト胚モデル」を作成する研究が世界的に行われていることを踏まえ、令和６

年 11 月に、総合科学技術・イノベーション会議 生命倫理専門調査会において、「ヒト胚モデル

の取扱いについて（中間まとめ）」（以下「ヒト胚モデル報告書」という。）が取りまとめられた。

ヒト胚モデル報告書では、関係省庁が、関連する指針を見直すことで、ヒト胚モデルの取扱いに

ついて明確化等することを求めている。 

 ヒト胚モデル報告書において示された見解を踏まえ、ヒトＥＳ細胞からヒト胚モデルを作成す

る研究に関しては、「ヒトＥＳ細胞の使用に関する指針」（以下「ＥＳ細胞使用指針」という。）、

ヒトｉＰＳ細胞等（ＥＳ細胞を除くヒト幹細胞）からヒト胚モデルを作成する研究に関しては、

「ヒトｉＰＳ細胞又はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を行う研究に関する指針」（以下

「生殖細胞作成指針」という。）について所要の改正を行った。また、ＥＳ細胞使用指針の改正

に合わせて、「ヒトＥＳ細胞の樹立に関する指針」（以下「ＥＳ細胞樹立指針」という。）及び

「ヒトＥＳ細胞の分配機関に関する指針」（以下「ＥＳ細胞分配指針」という。）について所要の

改正を行った。 

 

２．指針の主な改正内容  

 １）ＥＳ細胞使用指針及び生殖細胞作成指針の主な改正内容 

（１）ヒト胚モデルの定義【ＥＳ細胞使用指針第２条、生殖細胞作成指針第２条】 

ヒト胚モデルの定義を「ヒト幹細胞を分化させた細胞から作成する細胞群のうち、ヒト胚

又はヒト胚に類する発生初期の細胞群の特性を示すものであって、ヒト胚でないもの」と規

定する。 

（２）胎内移植などヒト胚モデルからの個体産生の禁止 

① 禁止行為【ＥＳ細胞使用指針第５条、生殖細胞作成指針第６条】 

研究機関等において作成したヒト胚モデルの人や動物の胎内への移植などヒト胚モデル

からの個体産生の禁止を規定する。 

② ヒトＥＳ細胞の分配の要件【ＥＳ細胞使用指針第 18条】 

ヒトＥＳ細胞の使用機関が海外機関や臨床利用機関にヒトＥＳ細胞を分配する要件とし

て、分配先における当該ヒトＥＳ細胞から作成したヒト胚モデルの人や動物の胎内への移

植等を禁止する規定を追加する。 

（３）ヒト胚モデルの培養期間【ＥＳ細胞使用指針第 11条、生殖細胞作成指針第 11 条】 

研究機関等において、ヒトＥＳ細胞やヒトｉＰＳ細胞等からヒト胚モデルを作成する際に、

機関の長の了承を得るために作成する計画書の記載事項に、ヒト胚モデルの培養期間とその

培養期間が研究目的を達成するために必要最小限であることの説明を追加する。 

  



 

（４）作成したヒト胚モデルを譲渡する場合の取扱い・手続き等 

【ＥＳ細胞使用指針第 19 条の３、生殖細胞作成指針第７条の２】 

作成したヒト胚モデルを譲渡する場合について、譲渡先におけるヒト胚モデルの取扱い

（人や動物の胎内への移植等の禁止等）と、研究機関等における譲渡手続き（機関の長の了

承、文部科学大臣への報告等）等を規定する。 

（５）研究に関する情報公開・普及啓発【ＥＳ細胞使用指針第 20 条、生殖細胞作成指針第 20

条】 

研究者等が研究の情報公開を行うとともに、研究成果の普及啓発に努めることを規定する。 

（６）指針間の整合 

ヒト胚モデルの作成に用いる細胞種によらずに、同様の規定により作成を可能とするため、

生殖細胞作成指針について、ＥＳ細胞使用指針に合わせて以下の見直しを行う。 

① 倫理審査委員会の要件【生殖細胞作成指針第 10 条】 

倫理審査委員会の委員構成（男女の構成比）を見直すとともに、研究責任者等が倫理審

査委員会の審議等に同席しないことや、研究計画の軽微な変更等に係る審査について明確

化する。 

② 計画書の記載事項【生殖細胞作成指針第 11 条】 

研究計画書の記載事項から、研究機関の長の氏名と、研究者の氏名、略歴及び研究業績

を削除するとともに、研究責任者の略歴及び研究業績を添付書類に変更する。 

③ 進行状況の報告【生殖細胞作成指針第 15条】 

研究の進行状況を研究機関の長や倫理審査委員会に随時報告することを求めることとし

て、生殖細胞作成状況報告書の写しの倫理審査委員会や文部科学大臣への提出を求めない

こととする。 

④ 研究終了時の作成した分化細胞の取扱い【生殖細胞作成指針第 16 条】 

ヒトｉＰＳ細胞等からの生殖細胞やヒト胚モデルの作成を行う研究を終了した時に、作

成した生殖細胞やヒト胚モデルの廃棄を求めないこととする。 

（７）その他 

① 生殖細胞作成指針の名称変更 

生殖細胞作成指針がヒト胚モデル作成研究に適用されることを明確化するために、「ヒト

ｉＰＳ細胞等から生殖細胞又はヒト胚モデルの作成を行う研究に関する指針」と名称を変

更する。 

② 生殖細胞の作成に用いる細胞の提供に係るインフォームド・コンセントの取得 

【生殖細胞作成指針第 17 条】 

電磁的方法によるインフォームド・コンセントを受けることを可能とする。 

③ ヒト胚モデル作成研究において両指針が適用される場合 

【生殖細胞作成指針第 22 条】 

ヒトＥＳ細胞及びｉＰＳ細胞等を同時に用いる場合において、ＥＳ細胞使用指針に基づ

く届出をもって、生殖細胞作成指針に基づく届出に代えることができること等を規定する。 

 ④ 既に着手しているヒト胚モデル作成研究の取扱い 

【ＥＳ細胞使用指針・生殖細胞作成指針の附則】 



 

ア ヒトＥＳ細胞から作成したヒト胚モデルの研究については、改正前の指針に基づき既

に届け出ている使用計画については、当該計画を変更するまで機関内倫理審査の実施

や国への届出を要さない。 

イ ヒトｉＰＳ細胞等から作成したヒト胚モデルの研究については、令和８年４月１日か

ら令和８年６月 30 日までの間に、研究計画書（ヒト胚モデルの培養期間に関する事項

を除く。）を作成し、研究機関の長への報告、国への届出及び倫理審査委員会への届出

の写しの提出を行うものとする。 

ウ ヒト胚モデルの培養期間に関する事項は、令和８年４月１日以降、最初の計画の変更

を行う際に、倫理審査委員会における審査及び国への届け出を行うことを求めること

とする。 

⑤ その他 

記載の適正化等、所要の改正を行う。 

 

 ２）ＥＳ細胞樹立指針及びＥＳ細胞分配指針の主な改正内容 

（１）ＥＳ細胞使用指針の改正内容の反映【ＥＳ細胞樹立指針第 23条、ＥＳ細胞分配指針第 13

条】 

ヒトＥＳ細胞を海外機関に分配する際に、分配先において、分配を受けたヒトＥＳ細胞か

ら作成したヒト胚モデルの人や動物の胎内への移植等による個体の生成を禁止する規定を追

加する。 

（２）提供胚研究指針（※）を踏まえたＥＳ細胞樹立指針の見直し 

（※）ヒト受精胚の提供を受けて行う遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針 

① 研究者等の変更に係る手続き【ＥＳ細胞樹立指針第 12 条、第 13条】 

研究者等（ヒト胚を取り扱う者に限る。）の変更に係る手続きを、主務大臣による確認か

ら、主務大臣への届出に変更する。 

② ヒト受精胚の提供等に係るインフォームド・コンセントの取得 

【ＥＳ細胞樹立指針第 18 条-第 20 条、第 28 条-第 30 条、第 34 条、第 35条】 

電磁的方法によるインフォームド・コンセントを受けることを可能とする。 

③ ヒトＥＳ細胞の樹立に用いるヒト受精胚の提供者【ＥＳ細胞樹立指針第 18条】 

事実婚の夫婦及び離婚した夫婦からのヒト受精胚の提供を可能とする。 

（３）その他 

記載の適正化等、所要の改正を行う。 

 

３．改正により必要となる手続き等について 

改正後の指針について、ガイダンス及び様式例を文部科学省のホームページに掲載している。 

 また、ヒト胚モデル作成研究に係る各種手続き等の詳細について、文部科学省のホームページ

に掲載している。下記リンク先を参照されたい。 

ヒト胚モデル作成研究について：https://www.mext.go.jp/a_menu/lifescience/bioethics/mext_00007.html 

 

 

https://www.mext.go.jp/a_menu/lifescience/bioethics/mext_00007.html


 

＜本件担当＞ 

○文部科学省研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室 

住所：〒100-8959 東京都千代田区霞が関 3-2-2 

電話：03-5253-4111（代表） 

E-mail：ethics@mext.go.jp 

 

〇厚生労働省医政局研究開発政策課再生医療等研究推進室（※） 

住所：〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関 1-2-2 

電話：03-5253-1111（代表） 

 

〇厚生労働省医薬局医療機器審査管理課（※） 

住所：〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関 1-2-2 

電話：03-5253-1111（代表） 

  （※）ヒトＥＳ細胞の樹立に関する指針に関する内容のみ 

以上 
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書
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
指
針
（
前
項
本
文
を
除

く
。
）
の
規
定
中
「
樹
立
機
関
の
長
」
と
あ
る
の
は
、
「
樹
立
機
関
の

長
の
業
務
を
代
行
す
る
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
樹
立
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
） 

第
八
条 

[

同
上]

 



 

3 

２ 
[

略]
 

３ 

樹
立
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も

の
と
す
る
。 

一 
樹
立
計
画
の
科
学
的
妥
当
性
及
び
倫
理
的
妥
当
性
を
総
合
的
に
審

査
で
き
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と

。
な
お
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
他

を
同
時
に
兼
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
会
議
の
成
立
に
つ
い
て
も
同

様
の
要
件
と
す
る
。 

イ
～
ホ 

[

略]
 

ヘ 

当
該
樹
立
計
画
を
実
施
す
る
樹
立
責
任
者
又
は
研
究
者
等
と
の

間
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者
が
審
査
に
参
画
し
な
い
こ
と
。 

二 
[

略]
 

４
～
６ 

[

略]
 

 

（
樹
立
計
画
の
変
更
） 

第
十
二
条 

樹
立
責
任
者
は
、
第
九
条
第
二
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
四

号
を
除
く
。
）
の
記
載
内
容
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か

じ
め
、
当
該
変
更
に
つ
い
て
樹
立
機
関
の
長
の
了
承
を
求
め
る
も
の
と

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
了
承
を
求
め
ら
れ
た
樹
立
機
関
の
長
は

、
当
該
変
更
の
科
学
的
妥
当
性
及
び
倫
理
的
妥
当
性
に
つ
い
て
樹
立
機

関
の
倫
理
審
査
委
員
会
の
意
見
を
求
め
る
と
と
も
に
、
当
該
意
見
に
基

づ
き
当
該
変
更
の
こ
の
指
針
に
対
す
る
適
合
性
を
確
認
す
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
樹
立
計
画
の
実
質
的
な
内
容
に
係
ら
な
い
変
更
に
つ
い

て
は
、
樹
立
機
関
の
長
に
報
告
す
る
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
。 

２
～
４ 

[

略]
 

 

２ 
[

同
上]

 

３ 

樹
立
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も

の
と
す
る
。 

一 

樹
立
計
画
の
科
学
的
妥
当
性
及
び
倫
理
的
妥
当
性
を
総
合
的
に
審

査
で
き
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と

。
な
お
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
他

を
同
時
に
兼
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
会
議
の
成
立
に
つ
い
て
も
同

様
の
要
件
と
す
る
。 

イ
～
ホ 

[

同
上]

 

ヘ 

当
該
樹
立
計
画
を
実
施
す
る
研
究
者
等
又
は
樹
立
責
任
者
と
の

間
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者
が
審
査
に
参
画
し
な
い
こ
と
。 

二 
[

同
上]

 

４
～
６ 

[

同
上]

 

 

（
樹
立
計
画
の
変
更
） 

第
十
二
条 

樹
立
責
任
者
は
、
第
九
条
第
二
項
各
号
（
第
二
号
を
除
く
。

）
の
記
載
内
容
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該

変
更
に
つ
い
て
樹
立
機
関
の
長
の
了
承
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
了
承
を
求
め
ら
れ
た
樹
立
機
関
の
長
は
、
当
該
変
更

の
科
学
的
妥
当
性
及
び
倫
理
的
妥
当
性
に
つ
い
て
樹
立
機
関
の
倫
理
審

査
委
員
会
の
意
見
を
求
め
る
と
と
も
に
、
当
該
意
見
に
基
づ
き
当
該
変

更
の
こ
の
指
針
に
対
す
る
適
合
性
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し

、
樹
立
計
画
の
実
質
的
な
内
容
に
係
ら
な
い
変
更
に
つ
い
て
は
樹
立
機

関
の
長
に
報
告
す
る
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
。 

２
～
４ 

[
同
上]

 

 



 

4 

（
樹
立
計
画
の
実
質
的
な
内
容
に
係
ら
な
い
変
更
） 

第
十
三
条 

樹
立
機
関
の
長
は
、
第
九
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に

掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
主
務

大
臣
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。 

２ 
[

略]
 

 

（
ヒ
ト
受
精
胚
の
提
供
に
係
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
手

続
） 

第
十
八
条 

提
供
医
療
機
関
は
、
提
供
者
（
生
殖
補
助
医
療
に
用
い
る
目

的
で
作
成
さ
れ
た
ヒ
ト
受
精
胚
の
う
ち
、
当
該
目
的
に
用
い
る
予
定
が

な
い
ヒ
ト
受
精
胚
を
提
供
し
た
夫
婦
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が

事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
及
び
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・

コ
ン
セ
ン
ト
を
受
け
る
時
点
に
お
い
て
既
に
離
婚
（
婚
姻
の
届
出
を
し

て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ
た
者
が
、
事
実

上
離
婚
し
た
と
同
様
の
事
情
に
入
る
こ
と
を
含
む
。
）
し
た
者
を
含
む

。
）
を
い
う
。
た
だ
し
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を
受
け
る

時
点
に
お
い
て
夫
婦
の
一
方
が
既
に
死
亡
し
て
い
る
場
合
は
生
存
配
偶

者
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・

コ
ン
セ
ン
ト
を
書
面
に
よ
り
受
け
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に

配
慮
し
た
上
で
、
書
面
に
代
え
て
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

一 

提
供
者
の
本
人
確
認
を
適
切
に
行
う
こ
と
。 

二 

提
供
者
が
説
明
内
容
に
関
す
る
質
問
を
す
る
機
会
を
確
保
し
、
か

つ
、
当
該
質
問
に
十
分
に
答
え
る
こ
と
。 

（
樹
立
計
画
の
実
質
的
な
内
容
に
係
ら
な
い
変
更
） 

第
十
三
条 

樹
立
機
関
の
長
は
、
第
九
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
主
務
大
臣
に
届
け

出
る
も
の
と
す
る
。 

２ 
[

同
上]

 

 

（
ヒ
ト
受
精
胚
の
提
供
に
係
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
手

続
） 

第
十
八
条 

提
供
医
療
機
関
は
、
提
供
者
（
生
殖
補
助
医
療
に
用
い
る
目

的
で
作
成
さ
れ
た
ヒ
ト
受
精
胚
の
う
ち
、
当
該
目
的
に
用
い
る
予
定
が

な
い
ヒ
ト
受
精
胚
を
提
供
し
た
夫
婦
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が

事
実
上
夫
婦
と
同
様
の
関
係
に
あ
る
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ

の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を
書
面

に
よ
り
受
け
る
も
の
と
す
る
。 

     [

項
を
加
え
る
。]
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３
～
５ 

[

略]
 

 
（
ヒ
ト
受
精
胚
の
提
供
に
係
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
説

明
） 

第
十
九
条 

[
略]

 

２
・
３ 

[

略]
 

４ 

樹
立
機
関
は
、
第
一
項
の
説
明
を
実
施
す
る
と
き
は
、
提
供
者
の
個

人
情
報
を
保
護
す
る
た
め
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
前
項
の

説
明
書
及
び
当
該
説
明
を
実
施
し
た
こ
と
を
示
す
文
書
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
を
提
供
者
に
、
そ
の
写
し
を
提

供
医
療
機
関
に
そ
れ
ぞ
れ
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
第

二
項
に
基
づ
き
電
磁
的
方
法
に
よ
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト

を
受
け
た
場
合
は
、
説
明
書
等
及
び
そ
の
写
し
の
交
付
に
代
え
て
、
提

供
者
及
び
提
供
医
療
機
関
に
対
し
、
説
明
書
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
ヒ
ト
受
精
胚
の
提
供
に
係
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
確

認
） 

第
二
十
条 

提
供
医
療
機
関
の
長
は
、
樹
立
計
画
に
基
づ
く
イ
ン
フ
ォ
ー

ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
受
取
の
適
切
な
実
施
に
関
し
て
、
第
十
八
条
第

一
項
の
書
面
又
は
同
条
第
二
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
同
意
書
を
確
認

す
る
と
と
も
に
、
当
該
提
供
医
療
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
の
意
見
を

聴
く
も
の
と
す
る
。 

２
・
３ 

[

略]
 

 

（
海
外
機
関
に
対
す
る
分
配
） 

２
～
４ 

[

同
上]
 

 

（
ヒ
ト
受
精
胚
の
提
供
に
係
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
説

明
） 

第
十
九
条 

[

同
上]

 

２
・
３ 

[

同
上]

 

４ 

樹
立
機
関
は
、
第
一
項
の
説
明
を
実
施
す
る
と
き
は
、
提
供
者
の
個

人
情
報
を
保
護
す
る
た
め
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
前
項
の

説
明
書
及
び
当
該
説
明
を
実
施
し
た
こ
と
を
示
す
文
書
を
提
供
者
に
、

そ
の
写
し
を
提
供
医
療
機
関
に
そ
れ
ぞ
れ
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

      

（
ヒ
ト
受
精
胚
の
提
供
に
係
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
確

認
） 

第
二
十
条 

提
供
医
療
機
関
の
長
は
、
樹
立
計
画
に
基
づ
く
イ
ン
フ
ォ
ー

ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
受
取
の
適
切
な
実
施
に
関
し
て
、
第
十
八
条
第

一
項
の
書
面
に
よ
る
同
意
書
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
当
該
提
供
医
療

機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。 

 

２
・
３ 

[
同
上]

 

 

（
海
外
機
関
に
対
す
る
分
配
） 
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第
二
十
三
条 

樹
立
機
関
に
よ
る
海
外
機
関
へ
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配

は
、
分
配
先
と
の
契
約
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を

満
た
す
場
合
に
限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
三 

[

略]
 

四 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
し
て
作
成
し
た
胚
又
は
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
の

人
又
は
動
物
の
胎
内
へ
の
移
植
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
個
体
の
生
成

、
ヒ
ト
胚
及
び
ヒ
ト
の
胎
児
へ
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
導
入
並
び
に
ヒ

ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
し
て
作
成
し
た
生
殖
細
胞
を
用
い
た
ヒ
ト
胚
の

作
成
を
行
わ
な
い
こ
と
。 

五
～
七 

[

略]
 

２
・
３ 

[

略]
 

 

（
未
受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
） 

第
二
十
七
条 

[

略]
 

２ 
[

略]
 

３ 

未
受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る

要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。 

一 

樹
立
計
画
の
科
学
的
妥
当
性
及
び
倫
理
的
妥
当
性
を
総
合
的
に
審

査
で
き
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と

。
な
お
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
他

を
同
時
に
兼
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
会
議
の
成
立
に
つ
い
て
も
同

様
の
要
件
と
す
る
。 

イ
～
ホ 

[

略]
 

ヘ 

当
該
樹
立
計
画
を
実
施
す
る
樹
立
責
任
者
又
は
研
究
者
等
と
の

間
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者
が
審
査
に
参
画
し
な
い
こ
と
。 

二
～
四 

[

略]
 

第
二
十
三
条 

樹
立
機
関
に
よ
る
海
外
機
関
へ
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配

は
、
分
配
先
と
の
契
約
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を

満
た
す
場
合
に
限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
三 

[

同
上]

 

四 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
し
て
作
成
し
た
胚
の
人
又
は
動
物
の
胎
内

へ
の
移
植
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
個
体
の
生
成
、
ヒ
ト
胚
及
び
ヒ
ト

の
胎
児
へ
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
導
入
並
び
に
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
か
ら
作

成
し
た
生
殖
細
胞
を
用
い
た
ヒ
ト
胚
の
作
成
を
行
わ
な
い
こ
と
。 

 

五
～
七 

[

同
上]

 

２
・
３ 

[

同
上]

 

 

（
未
受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
） 

第
二
十
七
条 

[

同
上]

 

２ 
[

同
上]

 

３ 

未
受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る

要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。 

一 

樹
立
計
画
の
科
学
的
妥
当
性
及
び
倫
理
的
妥
当
性
を
総
合
的
に
審

査
で
き
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と

。
な
お
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
他

を
同
時
に
兼
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
会
議
の
成
立
に
つ
い
て
も
同

様
の
要
件
と
す
る
。 

イ
～
ホ 

[

同
上]

 
ヘ 
当
該
樹
立
計
画
を
実
施
す
る
研
究
者
等
又
は
樹
立
責
任
者
と
の

間
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者
が
審
査
に
参
画
し
な
い
こ
と
。 

二
～
四 

[
同
上]
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４ 
[

略]
 

 
（
未
受
精
卵
等
の
提
供
に
係
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
手

続
） 

第
二
十
八
条 

［
略
］ 

２ 

前
項
の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に

配
慮
し
た
上
で
、
書
面
に
代
え
て
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

一 

未
受
精
卵
等
提
供
者
等
の
本
人
確
認
を
適
切
に
行
う
こ
と
。 

二 

未
受
精
卵
等
提
供
者
等
が
説
明
内
容
に
関
す
る
質
問
を
す
る
機
会

を
確
保
し
、
か
つ
、
当
該
質
問
に
十
分
に
答
え
る
こ
と
。 

３ 
[

略]
 

 

（
未
受
精
卵
等
の
提
供
に
係
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
説

明
） 

第
二
十
九
条 

[

略]
 

２ 

人
ク
ロ
ー
ン
胚
使
用
樹
立
機
関
は
、
前
項
の
説
明
を
実
施
す
る
と
き

は
、
未
受
精
卵
等
の
提
供
者
の
個
人
情
報
を
保
護
す
る
た
め
適
切
な
措

置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
同
項
の
説
明
書
及
び
当
該
説
明
を
実
施
し
た

こ
と
を
示
す
文
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
説
明
書
等
」
と
い
う
。

）
を
未
受
精
卵
等
提
供
者
等
に
、
そ
の
写
し
を
未
受
精
卵
等
提
供
医
療

機
関
に
そ
れ
ぞ
れ
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
第
二
項
に

基
づ
き
電
磁
的
方
法
に
よ
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を
受
け

た
場
合
は
、
説
明
書
等
及
び
そ
の
写
し
の
交
付
に
代
え
て
、
未
受
精
卵

等
提
供
者
等
及
び
未
受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関
に
対
し
、
説
明
書
等
に

記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

４ 
[

同
上]

 

 

（
未
受
精
卵
等
の
提
供
に
係
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
手

続
） 

第
二
十
八
条 

［
同
上
］ 

[

項
を
加
え
る]

 

     

２ 
[

同
上]

 

 

（
未
受
精
卵
等
の
提
供
に
係
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
説

明
） 

第
二
十
九
条 

[

同
上]

 

２ 

人
ク
ロ
ー
ン
胚
使
用
樹
立
機
関
は
、
前
項
の
説
明
を
実
施
す
る
と
き

は
、
未
受
精
卵
等
の
提
供
者
の
個
人
情
報
を
保
護
す
る
た
め
適
切
な
措

置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
同
項
の
説
明
書
及
び
当
該
説
明
を
実
施
し
た

こ
と
を
示
す
文
書
を
未
受
精
卵
等
提
供
者
等
に
、
そ
の
写
し
を
未
受
精

卵
等
提
供
医
療
機
関
に
そ
れ
ぞ
れ
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 
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の
と
す
る
。 

 
（
未
受
精
卵
等
の
提
供
に
係
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
確

認
） 

第
三
十
条 
未
受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関
の
長
は
、
樹
立
計
画
に
基
づ
く

イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
受
取
の
適
切
な
実
施
に
関
し
て
、

第
二
十
八
条
第
一
項
の
書
面
又
は
同
条
第
二
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る

同
意
書
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
当
該
未
受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関
の

倫
理
審
査
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。 

２
・
３ 

[

略]
 

 

（
体
細
胞
提
供
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
） 

第
三
十
三
条 

[

略]
 

２ 
[

略]
 

３ 

体
細
胞
提
供
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満

た
す
も
の
と
す
る
。 

一 

樹
立
計
画
の
科
学
的
妥
当
性
及
び
倫
理
的
妥
当
性
を
総
合
的
に
審

査
で
き
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と

。
な
お
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
他

を
同
時
に
兼
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
会
議
の
成
立
に
つ
い
て
も
同

様
の
要
件
と
す
る
。 

イ
～
ハ 

[

略]
 

ニ 

五
名
以
上
で
構
成
さ
れ
、
男
女
両
性
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と

。 

ホ 

当
該
樹
立
計
画
を
実
施
す
る
樹
立
責
任
者
又
は
研
究
者
等
が
審

査
に
参
画
し
な
い
こ
と
。 

  

（
未
受
精
卵
等
の
提
供
に
係
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
確

認
） 

第
三
十
条 

未
受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関
の
長
は
、
樹
立
計
画
に
基
づ
く

イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
受
取
の
適
切
な
実
施
に
関
し
て
、

第
二
十
八
条
第
一
項
の
書
面
に
よ
る
同
意
書
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、

当
該
未
受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
の
意
見
を
聴
く

も
の
と
す
る
。 

２
・
３ 

[

同
上]

 

 

（
体
細
胞
提
供
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
） 

第
三
十
三
条 

[

同
上]

 

２ 
[

同
上]

 

３ 

体
細
胞
提
供
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満

た
す
も
の
と
す
る
。 

一 

樹
立
計
画
の
科
学
的
妥
当
性
及
び
倫
理
的
妥
当
性
を
総
合
的
に
審

査
で
き
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と

。
な
お
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
他

を
同
時
に
兼
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
会
議
の
成
立
に
つ
い
て
も
同

様
の
要
件
と
す
る
。 

イ
～
ハ 

[

同
上]

 

ニ 

五
名
以
上
で
構
成
さ
れ
、
男
性
及
び
女
性
が
そ
れ
ぞ
れ
一
名
以

上
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。 

ホ 
当
該
樹
立
計
画
を
実
施
す
る
研
究
者
等
又
は
樹
立
責
任
者
が
審

査
に
参
画
し
な
い
こ
と
。 
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二 

当
該
倫
理
審
査
委
員
会
に
関
す
る
規
則
が
定
め
ら
れ
、
か
つ
、
当

該
規
則
が
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

４ 
[

略]
 

 

（
体
細
胞
の
提
供
に
係
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
手
続
） 

第
三
十
四
条 

[
略]

 

２ 

前
項
の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に

配
慮
し
た
上
で
、
書
面
に
代
え
て
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

一 

体
細
胞
提
供
者
等
の
本
人
確
認
を
適
切
に
行
う
こ
と
。 

二 

体
細
胞
提
供
者
等
が
説
明
内
容
に
関
す
る
質
問
を
す
る
機
会
を
確

保
し
、
か
つ
、
当
該
質
問
に
十
分
に
答
え
る
こ
と
。 

３ 
[

略]
 

 

（
体
細
胞
の
提
供
に
係
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
説
明
） 

第
三
十
五
条 

[

略]
 

２
・
３ 

[

略]
 

４ 

人
ク
ロ
ー
ン
胚
使
用
樹
立
機
関
は
、
第
一
項
の
説
明
を
実
施
す
る
と

き
は
、
体
細
胞
の
提
供
者
の
個
人
情
報
を
保
護
す
る
た
め
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
と
と
も
に
、
前
項
の
説
明
書
及
び
当
該
説
明
を
実
施
し
た
こ

と
を
示
す
文
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）

を
体
細
胞
提
供
者
等
に
、
そ
の
写
し
を
体
細
胞
提
供
機
関
に
そ
れ
ぞ
れ

交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
第
二
項
に
基
づ
き
電
磁
的
方

法
に
よ
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を
受
け
た
場
合
は
、
説
明

書
等
及
び
そ
の
写
し
の
交
付
に
代
え
て
、
体
細
胞
提
供
者
等
及
び
体
細

胞
提
供
機
関
に
対
し
、
説
明
書
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法

二 

体
細
胞
提
供
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
に
関
す
る
規
則
が
定
め
ら

れ
、
か
つ
、
当
該
規
則
が
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

４ 
[

同
上]
 

 

（
体
細
胞
の
提
供
に
係
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
手
続
） 

第
三
十
四
条 

[

同
上]

 

[

項
を
加
え
る
。]

 

     

２ 
[

同
上]

 

 

（
体
細
胞
の
提
供
に
係
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
説
明
） 

第
三
十
五
条 

[

同
上]

 

２
・
３ 

[

同
上]

 

４ 

人
ク
ロ
ー
ン
胚
使
用
樹
立
機
関
は
、
第
一
項
の
説
明
を
実
施
す
る
と

き
は
、
体
細
胞
の
提
供
者
の
個
人
情
報
を
保
護
す
る
た
め
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
と
と
も
に
、
前
項
の
説
明
書
及
び
当
該
説
明
を
実
施
し
た
こ

と
を
示
す
文
書
を
体
細
胞
提
供
者
等
に
、
そ
の
写
し
を
体
細
胞
提
供
機

関
に
そ
れ
ぞ
れ
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 
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に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

 

備
考 

表
中
の[

 
]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 
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附 

則 
こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



 

1 

○
文
部
科
学
省
告
示
第
十
四
号 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
関
す
る
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
八
年
二
月
十
三
日 

文
部
科
学
大
臣 

松
本 

洋
平 

 
 

 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
関
す
る
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
関
す
る
指
針
（
平
成
三
十
一
年
文
部
科
学
省
告
示
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続

す
る
他
の
規
定
と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載
）
に
二
重
傍
線
を

付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す

る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る

も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

 
 



 

2 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
目
次 第

一
章
・
第
二
章 

[

略]
 

第
三
章 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
（
第
十
八
条―

第
十
九
条
の
三
） 

第
四
章
・
附
則 

[

略]
 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
指
針
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一
～
六 

[

略]
 

七 

ヒ
ト
胚
モ
デ
ル 

ヒ
ト
幹
細
胞
を
分
化
さ
せ
た
細
胞
か
ら
作
成
す

る
細
胞
群
の
う
ち
、
ヒ
ト
胚
又
は
ヒ
ト
胚
に
類
す
る
発
生
初
期
の
細

胞
群
の
特
性
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
ヒ
ト
胚
で
な
い
も
の
を
い
う

。 

八
～
十
五 

[

略]
 

 

（
使
用
の
要
件
） 

第
四
条 

[

略]
 

２ 
[

略]
 

３ 

使
用
に
供
さ
れ
る
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
も

の
と
す
る
。 

一 
[

略]
 

二 

外
国
で
樹
立
さ
れ
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
で
、
樹
立
指
針
と
同
等
の
基

準
に
基
づ
き
樹
立
さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
生
殖
細
胞
の

作
成
の
用
に
供
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
外
国
の
法
令
等
及
び
ヒ
ト

Ｅ
Ｓ
細
胞
の
提
供
に
関
す
る
条
件
に
お
い
て
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用

目
次 第

一
章
・
第
二
章 

[

同
上]

 

第
三
章 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
（
第
十
八
条
・
第
十
九
条
） 

第
四
章
・
附
則 

[

同
上]

 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
指
針
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一
～
六 

[

同
上]

 

[

号
を
加
え
る
。]

 

   

七
～
十
四 

[

同
上]

 

 

（
使
用
の
要
件
） 

第
四
条 

[

同
上]

 

２ 
[

同
上]

 

３ 

使
用
に
供
さ
れ
る
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
も

の
と
す
る
。 

一 
[

同
上]

 
二 
外
国
で
樹
立
さ
れ
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
で
、
樹
立
指
針
と
同
等
の
基

準
に
基
づ
き
樹
立
さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
生
殖
細
胞
の

作
成
の
用
に
供
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
外
国
の
法
令
等
及
び
ヒ
ト

Ｅ
Ｓ
細
胞
の
提
供
に
関
す
る
条
件
に
お
い
て
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
か
ら
生
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し
て
生
殖
細
胞
を
作
成
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る

。
） 

 
（
禁
止
行
為
） 

第
五
条 
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
取
り
扱
う
者
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て

は
な
ら
な
い
。 

一
～
三 

[

略]
 

四 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
し
て
生
殖
細
胞
の
作
成
を
行
う
場
合
に
は

、
当
該
生
殖
細
胞
を
用
い
て
ヒ
ト
胚
を
作
成
す
る
こ
と
。 

五 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
し
て
作
成
し
た
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
の
人
又
は

動
物
の
胎
内
へ
の
移
植
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
当
該
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル

か
ら
個
体
を
生
成
す
る
こ
と
。 

 

（
人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
作
成
に
用
い
ら
れ
た
体
細
胞
の
提
供
者
の
個
人
情

報
の
保
護
） 

第
六
条 

人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
用
い
て
樹
立
さ
れ
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用

又
は
分
配
（
当
該
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
し
て
作
成
し
た
分
化
細
胞
の

譲
渡
を
含
む
。
）
に
携
わ
る
者
は
、
体
細
胞
の
提
供
者
に
関
す
る
情
報

に
つ
い
て
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
令
等
を
遵
守
す
る
ほ
か
、

当
該
情
報
の
保
護
に
最
大
限
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
倫
理
審
査
委
員
会
） 

第
十
条 
[

略]
 

２ 
[

略]
 

３ 

使
用
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
（
前
項
に
規
定
す
る
他
の
使
用
機
関

に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
倫
理
審
査
委
員
会
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
は

殖
細
胞
を
作
成
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
） 

  

（
禁
止
行
為
） 

第
五
条 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
取
り
扱
う
者
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て

は
な
ら
な
い
。 

一
～
三 

[

同
上]

 

四 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
か
ら
生
殖
細
胞
の
作
成
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該

生
殖
細
胞
を
用
い
て
ヒ
ト
胚
を
作
成
す
る
こ
と
。 

[

号
を
加
え
る
。]

 

   

（
人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
作
成
に
用
い
ら
れ
た
体
細
胞
の
提
供
者
の
個
人
情

報
の
保
護
） 

第
六
条 

人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
用
い
て
樹
立
さ
れ
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用

又
は
分
配
（
当
該
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
か
ら
作
成
し
た
分
化
細
胞
の
譲
渡
を

含
む
。
）
に
携
わ
る
者
は
、
体
細
胞
の
提
供
者
に
関
す
る
情
報
に
つ
い

て
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
令
等
を
遵
守
す
る
ほ
か
、
当
該
情

報
の
保
護
に
最
大
限
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
倫
理
審
査
委
員
会
） 

第
十
条 

[

同
上]

 

２ 
[

同
上]

 

３ 

使
用
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
（
前
項
に
規
定
す
る
他
の
使
用
機
関

に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
倫
理
審
査
委
員
会
を
含
む
。
）
は
、
審
査
の
記
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、
審
査
の
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

使
用
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も

の
と
す
る
。 

一 
使
用
計
画
の
科
学
的
妥
当
性
及
び
倫
理
的
妥
当
性
を
総
合
的
に
審

査
で
き
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と

。
な
お
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
他

を
同
時
に
兼
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
会
議
の
成
立
に
つ
い
て
も
同

様
の
要
件
と
す
る
。 

イ
～
ホ 

[

略]
 

ヘ 

当
該
使
用
計
画
を
実
施
す
る
使
用
責
任
者
又
は
研
究
者
等
と
の

間
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者
が
審
査
に
参
画
し
な
い
こ
と
。 

二 
[

略]
 

５
～
７ 

[

略]
 

 

（
使
用
機
関
の
長
の
了
承
） 

第
十
一
条 

[

略]
 

２ 

使
用
計
画
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
七 

[

略]
 

八 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
し
て
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
を
作
成
す
る
場
合
に

は
、
当
該
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
の
培
養
期
間
と
当
該
培
養
期
間
が
ヒ
ト
胚

モ
デ
ル
を
用
い
た
研
究
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
最
小
限
で

あ
る
こ
と
の
説
明 

３ 
[

略]
 

 

（
分
配
の
要
件
） 

第
十
八
条 

[

略]
 

録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

使
用
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も

の
と
す
る
。 

一 

使
用
計
画
の
科
学
的
妥
当
性
及
び
倫
理
的
妥
当
性
を
総
合
的
に
審

査
で
き
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と

。
な
お
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
他

を
同
時
に
兼
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
会
議
の
成
立
に
つ
い
て
も
同

様
の
要
件
と
す
る
。 

イ
～
ホ 

[

同
上]

 

ヘ 

当
該
使
用
計
画
を
実
施
す
る
研
究
者
等
又
は
使
用
責
任
者
と
の

間
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者
が
審
査
に
参
画
し
な
い
こ
と
。 

二 
[

同
上]

 

５
～
７ 

[

同
上]

 

 

（
使
用
機
関
の
長
の
了
承
） 

第
十
一
条 

[

同
上]

 

２ 

使
用
計
画
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
七 

[

同
上]

 

[

号
を
加
え
る
。]

 

   ３ 
[

同
上]

 

 

（
分
配
の
要
件
） 

第
十
八
条 

[

同
上]
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２ 

使
用
機
関
か
ら
の
臨
床
利
用
機
関
に
対
す
る
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配

は
、
当
該
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
が
分
配
機
関
か
ら
分
配
を
受
け
た
も
の
で
な

い
場
合
で
あ
っ
て
、
契
約
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
要
件

を
満
た
す
場
合
に
限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

一 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
し
て
作
成
し
た
胚
又
は
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
の

人
又
は
動
物
の
胎
内
へ
の
移
植
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
個
体
の
生
成

、
ヒ
ト
胚
及
び
ヒ
ト
の
胎
児
へ
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
導
入
並
び
に
ヒ

ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
し
た
生
殖
細
胞
の
作
成
を
行
わ
な
い
こ
と
。 

二
～
六 

[

略]
 

３ 

使
用
機
関
に
よ
る
海
外
機
関
へ
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
は
、
分
配

先
と
の
契
約
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
場

合
に
限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
三 

[

略]
 

四 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
し
て
作
成
し
た
胚
又
は
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
の

人
又
は
動
物
の
胎
内
へ
の
移
植
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
個
体
の
生
成

、
ヒ
ト
胚
及
び
ヒ
ト
の
胎
児
へ
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
導
入
並
び
に
ヒ

ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
し
て
作
成
し
た
生
殖
細
胞
を
用
い
た
ヒ
ト
胚
の

作
成
を
行
わ
な
い
こ
と
。 

五
～
七 

[

略]
 

４
・
５ 

[

略]
 

 

（
分
化
細
胞
の
取
扱
い
） 

第
十
九
条 

[

略]
 

[

項
を
削
る
。]

 

  

２ 

使
用
機
関
か
ら
の
臨
床
利
用
機
関
に
対
す
る
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配

は
、
当
該
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
が
分
配
機
関
か
ら
分
配
を
受
け
た
も
の
で
な

い
場
合
で
あ
っ
て
、
契
約
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
要
件

を
満
た
す
場
合
に
限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

一 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
し
て
作
成
し
た
胚
の
人
又
は
動
物
の
胎
内

へ
の
移
植
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
個
体
の
生
成
、
ヒ
ト
胚
及
び
人
の

胎
児
へ
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
導
入
並
び
に
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
か
ら
生
殖

細
胞
の
作
成
を
行
わ
な
い
こ
と
。 

二
～
六 

[

同
上]

 

３ 

使
用
機
関
に
よ
る
海
外
機
関
へ
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
は
、
分
配

先
と
の
契
約
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
場

合
に
限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
三 

[

同
上]

 

四 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
し
て
作
成
し
た
胚
の
人
又
は
動
物
の
胎
内

へ
の
移
植
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
個
体
の
生
成
、
ヒ
ト
胚
及
び
ヒ
ト

の
胎
児
へ
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
導
入
並
び
に
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
か
ら
作

成
し
た
生
殖
細
胞
を
用
い
た
ヒ
ト
胚
の
作
成
を
行
わ
な
い
こ
と
。 

 

五
～
七 

[

同
上]

 

４
・
５ 

[

同
上]

 

 

（
分
化
細
胞
の
取
扱
い
） 

第
十
九
条 

[

同
上]

 

２ 

生
殖
細
胞
の
作
成
を
行
う
使
用
機
関
は
、
作
成
し
た
生
殖
細
胞
を
譲

渡
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
通
知
を
行
う
ほ
か
、
当
該
生
殖
細
胞
の
取

扱
い
に
つ
い
て
、
譲
渡
先
と
の
契
約
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
次
に
掲
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           [

項
を
削
る
。]

 

  [

項
を
削
る
。]

 

  [

項
を
削
る
。]

 

  [

項
を
削
る
。]

 

   

第
十
九
条
の
二 

生
殖
細
胞
の
作
成
を
行
う
使
用
機
関
は
、
作
成
し
た
生

殖
細
胞
を
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、
前
条
の
通
知
を
行
う
ほ
か
、
当
該
生

げ
る
事
項
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

生
殖
細
胞
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
資
す
る
基
礎
的
研
究
に
用
い
ら

れ
る
こ
と
。 

イ 

ヒ
ト
の
発
生
、
分
化
及
び
再
生
機
能
の
解
明 

ロ 

新
し
い
診
断
法
、
予
防
法
若
し
く
は
治
療
法
の
開
発
又
は
医
薬

品
等
の
開
発 

二 

生
殖
細
胞
を
用
い
て
ヒ
ト
胚
を
作
成
し
な
い
こ
と
。 

三 

生
殖
細
胞
を
他
の
機
関
に
譲
渡
し
な
い
こ
と
。 

四 

生
殖
細
胞
を
譲
渡
し
た
使
用
機
関
が
、
前
各
号
に
掲
げ
る
生
殖
細

胞
の
取
扱
い
の
状
況
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
、
譲
渡
先
か
ら
報
告

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

３ 

使
用
機
関
が
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
生
殖
細
胞
を
譲
渡
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
使
用
責
任
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
使
用
機
関
の
長
の
了
承

を
求
め
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

使
用
機
関
の
長
は
、
前
項
の
了
承
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
作
成
し

た
生
殖
細
胞
の
譲
渡
が
第
二
項
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認

す
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

使
用
機
関
の
長
は
、
第
三
項
の
了
承
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

そ
の
旨
を
使
用
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
及
び
文
部
科
学
大
臣
に
報
告

す
る
も
の
と
す
る
。 

６ 

生
殖
細
胞
の
作
成
を
行
う
使
用
機
関
が
、
使
用
の
終
了
後
に
引
き
続

き
当
該
生
殖
細
胞
を
取
扱
う
場
合
は
、
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

で
に
掲
げ
る
事
項
を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

[

条
を
加
え
る
。]
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殖
細
胞
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
譲
渡
先
と
の
契
約
そ
の
他
の
方
法
に
よ

り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

一 
生
殖
細
胞
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
資
す
る
基
礎
的
研
究
に
用
い
ら

れ
る
こ
と
。 

イ 

ヒ
ト
の
発
生
、
分
化
及
び
再
生
機
能
の
解
明 

ロ 

新
し
い
診
断
法
、
予
防
法
若
し
く
は
治
療
法
の
開
発
又
は
医
薬

品
等
の
開
発 

二 

生
殖
細
胞
を
用
い
て
ヒ
ト
胚
を
作
成
し
な
い
こ
と
。 

三 

生
殖
細
胞
を
他
の
機
関
に
譲
渡
し
な
い
こ
と
。 

四 

生
殖
細
胞
を
譲
渡
し
た
使
用
機
関
が
、
前
各
号
に
掲
げ
る
生
殖
細

胞
の
取
扱
い
の
状
況
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
、
譲
渡
先
か
ら
報
告

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

２ 

使
用
機
関
が
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
生
殖
細
胞
を
譲
渡
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
使
用
責
任
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
使
用
機
関
の
長
の
了
承

を
求
め
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

使
用
機
関
の
長
は
、
前
項
の
了
承
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
作
成
し

た
生
殖
細
胞
の
譲
渡
が
第
一
項
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認

す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

使
用
機
関
の
長
は
、
第
二
項
の
了
承
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

そ
の
旨
を
使
用
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
及
び
文
部
科
学
大
臣
に
報
告

す
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

生
殖
細
胞
の
作
成
を
行
う
使
用
機
関
が
、
使
用
の
終
了
後
に
引
き
続

き
当
該
生
殖
細
胞
を
取
扱
う
場
合
は
、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

で
に
掲
げ
る
事
項
を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

                          



 

8 

第
十
九
条
の
三 

ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
の
作
成
を
行
う
使
用
機
関
は
、
作
成
し

た
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
を
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、
第
十
九
条
の
通
知
を
行
う

ほ
か
、
当
該
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
譲
渡
先
と
の
契
約

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
確

認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
資
す
る
基
礎
的
研
究
に
用

い
ら
れ
る
こ
と
。 

イ 

ヒ
ト
の
発
生
、
分
化
及
び
再
生
機
能
の
解
明 

ロ 

新
し
い
診
断
法
、
予
防
法
若
し
く
は
治
療
法
の
開
発
又
は
医
薬

品
等
の
開
発 

二 

ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
の
人
又
は
動
物
の
胎
内
へ
の
移
植
そ
の
他
の
方
法

に
よ
り
当
該
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
か
ら
個
体
を
生
成
し
な
い
こ
と
。 

三 

ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
か
ら
生
殖
細
胞
の
作
成
を
行
う
場
合
、
当
該
生
殖

細
胞
を
用
い
て
ヒ
ト
胚
を
作
成
し
な
い
こ
と
。 

四 

ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
を
他
の
機
関
に
譲
渡
し
な
い
こ
と
。 

五 

ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
を
譲
渡
し
た
使
用
機
関
が
、
前
各
号
に
掲
げ
る
ヒ

ト
胚
モ
デ
ル
の
取
扱
い
の
状
況
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
、
譲
渡
先

か
ら
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

２ 

使
用
機
関
が
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
を
譲
渡
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
使
用
責
任
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
使
用
機
関
の
長
の

了
承
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

使
用
機
関
の
長
は
、
前
項
の
了
承
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
作
成
し

た
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
の
譲
渡
が
第
一
項
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を

確
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

使
用
機
関
の
長
は
、
第
二
項
の
了
承
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

そ
の
旨
を
使
用
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
及
び
文
部
科
学
大
臣
に
報
告

[

条
を
加
え
る
。]
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す
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
の
作
成
を
行
う
使
用
機
関
が
、
使
用
の
終
了
後
に
引

き
続
き
当
該
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
を
取
扱
う
場
合
は
、
第
一
項
第
一
号
か
ら

第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
研
究
成
果
の
公
開
） 

第
二
十
条 

[

略]
 

２ 

使
用
責
任
者
及
び
研
究
者
等
は
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
し
て
ヒ
ト

胚
モ
デ
ル
の
作
成
を
行
う
場
合
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
利
用
し
て
、

当
該
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
を
用
い
た
研
究
に
関
す
る
情
報
公
開
を
行
う
と
と

も
に
、
当
該
研
究
の
成
果
の
普
及
啓
発
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
指
針
不
適
合
の
公
表
） 

第
二
十
一
条 

文
部
科
学
大
臣
は
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
又
は
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞

を
使
用
し
て
作
成
し
た
生
殖
細
胞
若
し
く
は
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
の
取
扱
い

が
こ
の
指
針
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
る
者
が
あ
っ

た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

     

（
研
究
成
果
の
公
開
） 

第
二
十
条 

[

同
上]

 

[

項
を
加
え
る
。]

 

    

（
指
針
不
適
合
の
公
表
） 

第
二
十
一
条 

文
部
科
学
大
臣
は
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
及
び
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞

か
ら
作
成
し
た
生
殖
細
胞
の
取
扱
い
が
こ
の
指
針
に
定
め
る
基
準
に
適

合
し
て
い
な
い
と
認
め
る
者
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る

も
の
と
す
る
。 

備
考 

表
中
の[

 
]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 
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附 

則 
（
施
行
期
日
） 

第
一
条 
こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
告
示
の
施
行
前
に
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
関
す
る
指
針
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ら

れ
た
使
用
計
画
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
関
す
る
指
針
第
十
一
条
第
二

項
第
八
号
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
使
用
計
画
の
変
更
（
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
関
す
る
指
針
第

十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
使
用
計
画
の
実
質
的
な
内
容
に
係
ら
な
い
変
更
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
号
の
規

定
を
適
用
す
る
。 



 

1 

○
文
部
科
学
省
告
示
第
十
五
号 

ヒ
ト
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
又
は
ヒ
ト
組
織
幹
細
胞
か
ら
の
生
殖
細
胞
の
作
成
を
行
う
研
究
に
関
す
る
指
針
の
一
部
を
改
正
す

る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
八
年
二
月
十
三
日 

文
部
科
学
大
臣 

松
本 

洋
平 

ヒ
ト
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
又
は
ヒ
ト
組
織
幹
細
胞
か
ら
の
生
殖
細
胞
の
作
成
を
行
う
研
究
に
関
す
る
指
針
の
一
部
を
改

正
す
る
告
示 

 

ヒ
ト
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
又
は
ヒ
ト
組
織
幹
細
胞
か
ら
の
生
殖
細
胞
の
作
成
を
行
う
研
究
に
関
す
る
指
針
（
平
成
二
十
二
年

文
部
科
学
省
告
示
第
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
（
題
名
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順

次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し

て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続
す
る
他
の
規
定
と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部

分
に
係
る
記
載
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も

の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲

げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ

れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ



 

2 

に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
ヒ
ト
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
等
か
ら
生
殖
細
胞
又
は
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
の
作
成

を
行
う
研
究
に
関
す
る
指
針 

目
次 第

一
章 

［
略
］ 

第
二
章 

作
成
研
究
の
要
件
等
（
第
四
条―

第
七
条
の
二
） 

第
三
章 

作
成
研
究
の
体
制
（
第
八
条―

第
十
条
） 

第
四
章 

作
成
研
究
の
手
続
（
第
十
一
条―

第
十
六
条
） 

第
五
章 

生
殖
細
胞
の
作
成
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
細
胞
の
提

供
（
第
十
七
条
・
第
十
八
条
） 

第
六
章 

雑
則
（
第
十
九
条―

第
二
十
二
条
） 

附
則 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
指
針
は
、
ヒ
ト
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
等
か
ら
生
殖
細
胞
又
は
ヒ
ト

胚
モ
デ
ル
の
作
成
を
行
う
研
究
（
以
下
「
作
成
研
究
」
と
い
う
。
）
が

、
不
妊
症
や
先
天
性
の
疾
患
又
は
症
候
群
の
原
因
の
解
明
等
に
資
す
る

可
能
性
が
あ
る
一
方
で
、
ヒ
ト
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
等
か
ら
作
成
さ
れ
た
生
殖

細
胞
を
使
用
し
て
個
体
の
生
成
が
も
た
ら
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
ま

た
、
将
来
的
に
ヒ
ト
受
精
胚
と
の
類
似
性
が
高
ま
る
可
能
性
が
あ
る
ヒ

ト
胚
モ
デ
ル
の
人
又
は
動
物
の
胎
内
へ
の
移
植
等
の
研
究
が
行
わ
れ
る

可
能
性
が
あ
る
こ
と
等
に
鑑
み
、
当
該
生
殖
細
胞
又
は
当
該
ヒ
ト
胚
モ

ヒ
ト
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
又
は
ヒ
ト
組
織
幹
細
胞
か
ら
の
生
殖
細
胞
の
作

成
を
行
う
研
究
に
関
す
る
指
針 

目
次 第

一
章 

［
同
上
］ 

第
二
章 

生
殖
細
胞
作
成
研
究
の
要
件
等
（
第
四
条―

第
七
条
） 

第
三
章 

生
殖
細
胞
作
成
研
究
の
体
制
（
第
八
条―

第
十
条
） 

第
四
章 

生
殖
細
胞
作
成
研
究
の
手
続
（
第
十
一
条―

第
十
六
条
） 

第
五
章 

生
殖
細
胞
の
作
成
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
細
胞
の
提

供
（
第
十
七
条―

第
十
九
条
） 

第
六
章 

雑
則
（
第
二
十
条
・
第
二
十
一
条
） 

附
則 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
指
針
は
、
生
殖
細
胞
作
成
研
究
が
、
生
殖
細
胞
に
起
因
し

た
不
妊
症
や
先
天
性
の
疾
患
又
は
症
候
群
の
原
因
の
解
明
等
に
資
す
る

可
能
性
が
あ
る
一
方
で
、
ヒ
ト
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
又
は
ヒ
ト
組
織
幹
細
胞
か

ら
作
成
さ
れ
た
生
殖
細
胞
を
使
用
し
て
個
体
の
生
成
が
も
た
ら
さ
れ
る

可
能
性
が
あ
る
こ
と
等
に
か
ん
が
み
、
当
該
生
殖
細
胞
の
適
切
な
管
理

な
ど
生
命
倫
理
上
の
観
点
か
ら
遵
守
す
べ
き
基
本
的
事
項
を
定
め
、
も

っ
て
そ
の
適
正
な
実
施
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 



 

3 

デ
ル
の
適
切
な
管
理
な
ど
生
命
倫
理
上
の
観
点
か
ら
遵
守
す
べ
き
基
本

的
事
項
を
定
め
、
も
っ
て
そ
の
適
正
な
実
施
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
指
針
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 
[

略]
 

[

号
を
削
る
。]

 

   

二
・
三 

[

略]
 

四 

ヒ
ト
胚
モ
デ
ル 

ヒ
ト
幹
細
胞
を
分
化
さ
せ
た
細
胞
か
ら
作
成
す

る
細
胞
群
の
う
ち
、
ヒ
ト
胚
又
は
ヒ
ト
胚
に
類
す
る
発
生
初
期
の
細

胞
群
の
特
性
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
ヒ
ト
胚
で
な
い
も
の
を
い
う

。 

五 

研
究
機
関 

作
成
研
究
を
行
う
機
関
（
提
供
者
か
ら
細
胞
の
提
供

を
受
け
る
機
関
を
含
む
。
）
を
い
う
。 

六 

研
究
計
画 

研
究
機
関
が
行
う
作
成
研
究
に
関
す
る
計
画
を
い
う

。 

七 

研
究
責
任
者 

研
究
機
関
に
お
い
て
、
作
成
研
究
を
総
括
す
る
立

場
に
あ
る
者
を
い
う
。 

八 

研
究
者
等 

研
究
責
任
者
の
監
督
の
下
で
研
究
機
関
に
お
い
て
、

作
成
研
究
を
行
う
研
究
者
及
び
技
術
者
を
い
う
。 

九 
[

略]
 

    

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
指
針
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 
[

同
上]

 

二 

生
殖
細
胞
作
成
研
究 

ヒ
ト
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
又
は
ヒ
ト
組
織
幹
細
胞

（
生
殖
細
胞
系
列
の
も
の
を
除
く
。
第
三
条
及
び
第
七
条
第
一
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
の
生
殖
細
胞
の
作
成
を
行
う
研
究
で
あ
っ
て

、
基
礎
的
研
究
に
係
る
も
の
を
い
う
。 

三
・
四 

[

同
上]

 

[

号
を
加
え
る
。]

 

   

五 

研
究
機
関 

生
殖
細
胞
作
成
研
究
を
行
う
機
関
（
提
供
者
か
ら
細

胞
の
提
供
を
受
け
る
機
関
を
含
む
。
）
を
い
う
。 

[

号
を
加
え
る
。]

 

 [
号
を
加
え
る
。]

 

 [

号
を
加
え
る
。]

 

 

六 
[

同
上]

 



 

4 

 

（
適
用
の
範
囲
） 

第
三
条 

こ
の
指
針
は
、
次
に
掲
げ
る
作
成
研
究
を
対
象
と
す
る
。 

 

一 

ヒ
ト
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
又
は
ヒ
ト
組
織
幹
細
胞
（
生
殖
細
胞
系
列
の
も

の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
生
殖
細
胞
の
作
成
を
行
う
研
究
で

あ
っ
て
、
基
礎
的
研
究
に
係
る
も
の
（
第
十
七
条
及
び
第
十
八
条
に

お
い
て
「
生
殖
細
胞
作
成
研
究
」
と
い
う
。
） 

二 

ヒ
ト
幹
細
胞
（
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
ヒ

ト
胚
モ
デ
ル
の
作
成
を
行
う
研
究
で
あ
っ
て
、
基
礎
的
研
究
に
係
る

も
の 

 

第
二
章 

作
成
研
究
の
要
件
等 

（
作
成
研
究
の
要
件
） 

第
四
条 

作
成
研
究
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
限
り
、
行

う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

一 
[

略]
 

二 

生
殖
細
胞
又
は
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
の
作
成
を
行
う
こ
と
が
前
号
に
定

め
る
研
究
に
お
い
て
科
学
的
合
理
性
及
び
意
義
を
有
す
る
こ
と
。 

 

（
研
究
機
関
の
要
件
） 

第
五
条 

研
究
機
関
は
、
研
究
者
等
に
生
殖
細
胞
又
は
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
の

作
成
に
関
す
る
倫
理
に
関
す
る
講
習
そ
の
他
必
要
な
教
育
を
受
け
さ
せ

る
も
の
と
す
る
。 

[

項
を
削
る
。]

 

 

 

（
適
用
の
範
囲
） 

第
三
条 

生
殖
細
胞
作
成
研
究
は
、
こ
の
指
針
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
適
切
に
実
施
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

[

号
を
加
え
る
。]

 

   [

号
を
加
え
る
。]

 

   

第
二
章 

生
殖
細
胞
作
成
研
究
の
要
件
等 

（
生
殖
細
胞
作
成
研
究
の
要
件
） 

第
四
条 

生
殖
細
胞
作
成
研
究
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に

限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

一 
[

同
上]

 

二 

生
殖
細
胞
の
作
成
を
行
う
こ
と
が
前
号
に
定
め
る
研
究
に
お
い
て

科
学
的
合
理
性
及
び
必
要
性
を
有
す
る
こ
と
。 

 

（
研
究
機
関
の
要
件
） 

第
五
条 

研
究
機
関
は
、
生
殖
細
胞
の
作
成
に
関
し
て
生
殖
細
胞
作
成
研

究
を
行
う
者
が
遵
守
す
べ
き
倫
理
的
な
事
項
に
関
す
る
規
則
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。 

２ 

研
究
機
関
は
、
生
殖
細
胞
作
成
研
究
を
行
う
者
に
生
殖
細
胞
の
作
成

に
関
す
る
倫
理
に
関
す
る
講
習
そ
の
他
必
要
な
教
育
を
受
け
さ
せ
る
も
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 [
項
を
削
る
。]

 

   

（
行
っ
て
は
な
ら
な
い
行
為
） 

第
六
条 

ヒ
ト
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
又
は
ヒ
ト
組
織
幹
細
胞
か
ら
作
成
さ
れ
た
生

殖
細
胞
を
取
り
扱
う
者
は
、
当
該
生
殖
細
胞
を
用
い
て
ヒ
ト
胚
を
作
成

し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

ヒ
ト
幹
細
胞
か
ら
作
成
さ
れ
た
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
を
取
り
扱
う
者
は
、

当
該
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
の
人
又
は
動
物
の
胎
内
へ
の
移
植
そ
の
他
の
方
法

に
よ
り
当
該
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
か
ら
個
体
を
生
成
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
生
殖
細
胞
又
は
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
の
取
扱
い
） 

第
七
条 

研
究
機
関
は
、
ヒ
ト
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
又
は
ヒ
ト
組
織
幹
細
胞
か
ら

作
成
し
た
生
殖
細
胞
を
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、
当
該
生
殖
細
胞
の
取
扱

い
に
つ
い
て
、
譲
渡
先
と
の
契
約
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
次
に
掲
げ

る
事
項
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
四 

[

略]
 

２ 

研
究
機
関
が
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
生
殖
細
胞
を
譲
渡
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
研
究
責
任
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
研
究
機
関
の
長
の
了
承

を
求
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

３ 
[

略]
 

４ 

研
究
機
関
の
長
は
、
第
二
項
の
了
承
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

そ
の
旨
を
研
究
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
及
び
文
部
科
学
大
臣
に
報
告

の
と
す
る
。 

３ 

研
究
機
関
は
、
生
殖
細
胞
の
作
成
に
関
す
る
資
料
の
提
出
、
調
査
の

受
入
れ
そ
の
他
文
部
科
学
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
措
置
に
協
力
す
る
も

の
と
す
る
。 

 

（
行
っ
て
は
な
ら
な
い
行
為
） 

第
六
条 

作
成
さ
れ
た
生
殖
細
胞
を
取
り
扱
う
者
は
、
当
該
生
殖
細
胞
を

用
い
て
ヒ
ト
胚
を
作
成
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 [

項
を
加
え
る
。]

 

   

（
生
殖
細
胞
の
取
扱
い
） 

第
七
条 

研
究
機
関
は
、
ヒ
ト
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
又
は
ヒ
ト
組
織
幹
細
胞
か
ら

作
成
し
た
生
殖
細
胞
を
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、
当
該
生
殖
細
胞
の
取
扱

い
に
つ
い
て
、
譲
渡
先
と
の
契
約
そ
の
他
の
方
法
に
お
い
て
次
に
掲
げ

る
事
項
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
四 

[

同
上]

 

２ 

前
項
の
規
定
に
基
づ
き
研
究
機
関
が
生
殖
細
胞
を
譲
渡
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
当
該
研
究
機
関
に
お
い
て
生
殖
細
胞
作
成
研
究
を
総
括
す

る
立
場
に
あ
る
者
（
以
下
「
研
究
責
任
者
」
と
い
う
。
）
は
、
あ
ら
か

じ
め
、
当
該
研
究
機
関
の
長
の
了
承
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。 

３ 
[

同
上]

 

４ 

研
究
機
関
の
長
は
、
第
二
項
の
了
承
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

そ
の
旨
を
倫
理
審
査
委
員
会
及
び
文
部
科
学
大
臣
に
報
告
す
る
も
の
と
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す
る
も
の
と
す
る
。 

 
第
七
条
の
二 

研
究
機
関
は
、
ヒ
ト
幹
細
胞
か
ら
作
成
し
た
ヒ
ト
胚
モ
デ

ル
を
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、
当
該
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
の
取
扱
い
に
つ
い
て

、
譲
渡
先
と
の
契
約
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
確

保
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
資
す
る
基
礎
的
研
究
に
用

い
ら
れ
る
こ
と
。 

イ 

ヒ
ト
の
発
生
、
分
化
及
び
再
生
機
能
の
解
明 

ロ 

新
し
い
診
断
法
、
予
防
法
若
し
く
は
治
療
法
の
開
発
又
は
医
薬

品
等
の
開
発 

二 

ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
の
人
又
は
動
物
の
胎
内
へ
の
移
植
そ
の
他
の
方
法

に
よ
り
当
該
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
か
ら
個
体
を
生
成
し
な
い
こ
と
。 

三 

ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
か
ら
生
殖
細
胞
の
作
成
を
行
う
場
合
、
当
該
生
殖

細
胞
を
用
い
て
ヒ
ト
胚
を
作
成
し
な
い
こ
と
。 

四 

ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
を
他
の
機
関
に
譲
渡
し
な
い
こ
と
。 

五 

ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
を
譲
渡
し
た
研
究
機
関
が
、
前
各
号
に
掲
げ
る
ヒ

ト
胚
モ
デ
ル
の
取
扱
い
の
状
況
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
、
譲
渡
先

か
ら
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

２ 

研
究
機
関
が
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
を
譲
渡
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
研
究
責
任
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
研
究
機
関
の
長
の

了
承
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

研
究
機
関
の
長
は
、
前
項
の
了
承
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
作
成
し

た
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
の
譲
渡
が
第
一
項
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を

確
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

研
究
機
関
の
長
は
、
第
二
項
の
了
承
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

す
る
。 

 

[

条
を
加
え
る
。]
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そ
の
旨
を
研
究
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
及
び
文
部
科
学
大
臣
に
報
告

す
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
三
章 

作
成
研
究
の
体
制 

（
研
究
機
関
の
長
） 

第
八
条 

研
究
機
関
の
長
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

研
究
機
関
が
行
う
研
究
計
画
の
妥
当
性
を
確
認
し
、
こ
の
指
針
で

定
め
る
手
続
に
従
い
、
そ
の
実
施
を
了
承
す
る
こ
と
。 

  

二 

作
成
研
究
の
状
況
を
把
握
し
、
必
要
に
応
じ
、
研
究
責
任
者
に
対

し
そ
の
留
意
事
項
、
改
善
事
項
等
に
関
し
て
指
示
を
与
え
る
こ
と
。 

 

三 

作
成
研
究
を
監
督
す
る
こ
と
。 

四 
[

略]
 

２ 

研
究
機
関
の
長
は
、
研
究
責
任
者
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た

だ
し
、
前
項
の
業
務
を
代
行
す
る
者
が
選
任
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。 

３ 

前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
指
針
（
前
項
を
除
く
。
）

の
規
定
中
「
研
究
機
関
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
研
究
機
関
の
長
の
業
務

を
代
行
す
る
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
研
究
責
任
者
） 

第
九
条 

研
究
責
任
者
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

作
成
研
究
に
関
し
て
、
内
外
の
入
手
し
得
る
資
料
及
び
情
報
に
基

づ
き
、
研
究
計
画
の
科
学
的
妥
当
性
及
び
倫
理
的
妥
当
性
に
つ
い
て

   

第
三
章 

生
殖
細
胞
作
成
研
究
の
体
制 

（
研
究
機
関
の
長
） 

第
八
条 

研
究
機
関
の
長
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

研
究
機
関
が
行
う
生
殖
細
胞
作
成
研
究
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「

研
究
計
画
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
変
更
の
妥
当
性
を
確
認
し
、
第

十
一
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
実
施
を
了
承

す
る
こ
と
。 

二 

生
殖
細
胞
作
成
研
究
の
進
行
状
況
及
び
結
果
を
把
握
し
、
必
要
に

応
じ
、
研
究
責
任
者
に
対
し
そ
の
留
意
事
項
、
改
善
事
項
等
に
関
し

て
指
示
を
与
え
る
こ
と
。 

三 

生
殖
細
胞
作
成
研
究
を
監
督
す
る
こ
と
。 

四 
[

同
上]

 

２ 

研
究
機
関
の
長
は
、
研
究
責
任
者
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た

だ
し
、
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
に
よ
り
前
項
の
業
務
を
代
行

す
る
者
が
選
任
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 

前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
指
針
の
規
定
（
前
項
を
除

く
。
）
中
「
研
究
機
関
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
研
究
機
関
の
長
の
業
務

を
代
行
す
る
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 
（
研
究
責
任
者
） 

第
九
条 
研
究
責
任
者
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

生
殖
細
胞
作
成
研
究
に
関
し
て
、
内
外
の
入
手
し
得
る
資
料
及
び

情
報
に
基
づ
き
、
研
究
計
画
又
は
そ
の
変
更
の
科
学
的
妥
当
性
及
び
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検
討
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
研
究
計
画
を
記
載
し
た
書
類
（
以

下
「
研
究
計
画
書
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
こ
と
。 

[
号
を
削
る
。]

 

   

二 

作
成
研
究
を
総
括
し
、
研
究
者
等
に
対
し
必
要
な
指
示
を
す
る
こ

と
。 

 

三 

作
成
研
究
が
研
究
計
画
書
に
従
い
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
随
時
確
認
す
る
こ
と
。 

[

号
を
削
る]

 

 

２ 

研
究
責
任
者
は
、
生
殖
細
胞
又
は
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
の
作
成
に
関
す
る

倫
理
的
な
識
見
及
び
十
分
な
専
門
的
知
識
を
有
す
る
と
と
も
に
前
項
各

号
に
掲
げ
る
業
務
を
的
確
に
実
施
で
き
る
者
と
す
る
。 

 

（
倫
理
審
査
委
員
会
） 

第
十
条 

研
究
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う

も
の
と
す
る
。 

一 

こ
の
指
針
に
即
し
て
、
研
究
計
画
の
科
学
的
妥
当
性
及
び
倫
理
的

妥
当
性
に
つ
い
て
総
合
的
に
審
査
を
行
い
、
そ
の
適
否
、
留
意
事
項

、
改
善
事
項
等
に
関
し
て
研
究
機
関
の
長
に
対
し
意
見
を
提
出
す
る

こ
と
。 

二 

作
成
研
究
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
、
必
要
に
応
じ
て
調
査

を
行
い
、
そ
の
留
意
事
項
、
改
善
事
項
等
に
関
し
て
研
究
機
関
の
長

倫
理
的
妥
当
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。 

 

二 

前
号
の
検
討
の
結
果
に
基
づ
き
、
研
究
計
画
を
記
載
し
た
書
類
（

以
下
「
研
究
計
画
書
」
と
い
う
。
）
又
は
研
究
計
画
の
変
更
の
内
容

及
び
理
由
を
記
載
し
た
書
類
（
第
十
四
条
に
お
い
て
「
研
究
計
画
変

更
書
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
こ
と
。 

三 

生
殖
細
胞
作
成
研
究
を
総
括
し
、
及
び
当
該
生
殖
細
胞
作
成
研
究

を
行
う
者
（
研
究
責
任
者
を
除
く
。
）
（
以
下
「
研
究
者
」
と
い
う

。
）
に
対
し
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
。 

四 

生
殖
細
胞
作
成
研
究
が
研
究
計
画
に
従
い
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
随
時
確
認
す
る
こ
と
。 

五 

前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
研
究
計
画
を
総
括
す
る
に
当
た

っ
て
必
要
と
な
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

２ 

研
究
責
任
者
は
、
一
の
研
究
計
画
ご
と
に
一
名
と
し
、
生
殖
細
胞
の

作
成
に
関
す
る
倫
理
的
な
認
識
及
び
十
分
な
専
門
的
知
識
を
有
す
る
と

と
も
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
的
確
に
実
施
で
き
る
者
と
す
る
。 

 

（
倫
理
審
査
委
員
会
） 

第
十
条 

研
究
機
関
に
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
た
め
、
倫
理
審
査
委

員
会
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

こ
の
指
針
に
即
し
て
、
研
究
計
画
又
は
そ
の
変
更
の
科
学
的
妥
当

性
及
び
倫
理
的
妥
当
性
に
つ
い
て
総
合
的
に
審
査
を
行
い
、
そ
の
適

否
、
留
意
事
項
、
改
善
事
項
等
に
関
し
て
研
究
機
関
の
長
に
対
し
意

見
を
提
出
す
る
こ
と
。 

二 

生
殖
細
胞
作
成
研
究
の
進
行
状
況
及
び
結
果
に
つ
い
て
報
告
を
受

け
、
必
要
に
応
じ
て
調
査
を
行
い
、
そ
の
留
意
事
項
、
改
善
事
項
等
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に
対
し
意
見
を
提
出
す
る
こ
と
。 

２ 
[

略]
 

３ 
研
究
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
（
前
項
に
規
定
す
る
他
の
研
究
機
関

に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
倫
理
審
査
委
員
会
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
は

、
審
査
の
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

研
究
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も

の
と
す
る
。 

一 

研
究
計
画
の
科
学
的
妥
当
性
及
び
倫
理
的
妥
当
性
を
総
合
的
に
審

査
で
き
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と

。
な
お
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
他

を
同
時
に
兼
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
会
議
の
成
立
に
つ
い
て
も
同

様
の
要
件
と
す
る
。 

イ 

生
物
学
・
医
学
の
専
門
家
等
、
自
然
科
学
の
有
識
者
が
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
。 

ロ 

倫
理
学
・
法
律
学
の
専
門
家
等
、
人
文
・
社
会
科
学
の
有
識
者

が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。 

ハ 

一
般
の
立
場
に
立
っ
て
意
見
を
述
べ
ら
れ
る
者
が
含
ま
れ
て
い

る
こ
と
。 

ニ 

当
該
研
究
機
関
が
属
す
る
法
人
に
所
属
す
る
者
以
外
の
者
が
二

名
以
上
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。 

ホ 

五
名
以
上
で
構
成
さ
れ
、
男
女
両
性
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と

。 

へ 

当
該
研
究
計
画
を
実
施
す
る
研
究
責
任
者
又
は
研
究
者
等
と
の

間
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者
が
審
査
に
参
画
し
な
い
こ
と
。 

[

号
を
削
る
。]

 

 
 

に
関
し
て
研
究
機
関
の
長
に
対
し
意
見
を
提
出
す
る
こ
と
。 

２ 
[

同
上]

 

３ 

倫
理
審
査
委
員
会
（
前
項
に
規
定
す
る
他
の
研
究
機
関
に
よ
っ
て
設

置
さ
れ
た
倫
理
審
査
委
員
会
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
第
一
項
第

一
号
の
審
査
の
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

倫
理
審
査
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。 

 

一 

研
究
計
画
の
科
学
的
妥
当
性
及
び
倫
理
的
妥
当
性
を
総
合
的
に
審

査
で
き
る
よ
う
、
生
物
学
、
医
学
及
び
法
律
に
関
す
る
専
門
家
、
生

命
倫
理
に
関
す
る
意
見
を
述
べ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
識
見
を
有
す
る
者

並
び
に
一
般
の
立
場
に
立
っ
て
意
見
を
述
べ
ら
れ
る
者
か
ら
構
成
さ

れ
て
い
る
こ
と
。 

[

号
の
細
分
を
加
え
る
。]

 

 [

号
の
細
分
を
加
え
る
。]

 

 [

号
の
細
分
を
加
え
る
。]

 

 [

号
の
細
分
を
加
え
る
。]

 

 [

号
の
細
分
を
加
え
る
。]

 

 [
号
の
細
分
を
加
え
る
。]

 

 

二 

当
該
研
究
機
関
が
属
す
る
法
人
に
所
属
す
る
者
以
外
の
者
が
二
名

以
上
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。 
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[

号
を
削
る
。]

 

[

号
を
削
る
。]

 

  [

号
を
削
る
。]

 

 [

号
を
削
る
。]

 

  

二 

研
究
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
に
関
す
る
規
則
が
定
め
ら
れ
、
か

つ
、
当
該
規
則
が
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

５ 

研
究
計
画
を
実
施
す
る
研
究
責
任
者
及
び
研
究
者
等
は
、
研
究
機
関

の
倫
理
審
査
委
員
会
の
審
議
及
び
意
見
の
決
定
に
同
席
し
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
当
該
倫
理
審
査
委
員
会
の
求
め
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
会

議
に
出
席
し
、
研
究
計
画
に
関
す
る
説
明
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

研
究
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
は
、
研
究
計
画
の
軽
微
な
変
更
等
に

係
る
審
査
に
つ
い
て
、
当
該
倫
理
審
査
委
員
会
が
指
名
す
る
委
員
に
よ

る
審
査
を
行
い
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
審
査
の
結
果

は
、
全
て
の
委
員
に
報
告
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

研
究
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
の
議
事
の
内
容
は
、
当
該
倫
理
審
査

委
員
会
に
関
す
る
規
則
に
よ
り
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い

る
事
項
を
除
き
、
公
開
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
四
章 

作
成
研
究
の
手
続 

（
研
究
機
関
の
長
の
了
承
） 

第
十
一
条 

研
究
責
任
者
は
、
作
成
研
究
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め

三 

男
性
及
び
女
性
が
そ
れ
ぞ
れ
二
名
以
上
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。 

四 

当
該
研
究
計
画
を
実
施
す
る
研
究
者
、
研
究
責
任
者
と
の
間
に
利

害
関
係
を
有
す
る
者
及
び
研
究
責
任
者
の
三
親
等
以
内
の
親
族
が
審

査
に
参
画
し
な
い
こ
と
。 

五 

倫
理
審
査
委
員
会
の
活
動
の
自
由
及
び
独
立
が
保
障
さ
れ
る
よ
う

適
切
な
運
営
手
続
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

六 

倫
理
審
査
委
員
会
の
構
成
、
組
織
及
び
運
営
並
び
に
そ
の
議
事
の

内
容
の
公
開
そ
の
他
研
究
計
画
の
審
査
に
必
要
な
手
続
に
関
す
る
規

則
が
定
め
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
規
則
が
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

[

号
を
加
え
る
。]

 

 

[

項
を
加
え
る
。]

 

   [

項
を
加
え
る
。]

 

   

５ 

倫
理
審
査
委
員
会
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
前
項
第
六
号
に
規
定
す

る
規
則
に
よ
り
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
事
項
を
除
き

、
議
事
の
内
容
に
つ
い
て
公
開
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
四
章 

生
殖
細
胞
作
成
研
究
の
手
続 

（
研
究
機
関
の
長
の
了
承
） 

第
十
一
条 

研
究
責
任
者
は
、
生
殖
細
胞
作
成
研
究
に
当
た
っ
て
は
、
あ
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、
研
究
計
画
書
を
作
成
し
、
研
究
計
画
の
実
施
に
つ
い
て
研
究
機
関
の

長
の
了
承
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 
研
究
計
画
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 
[

略]
 

二 

研
究
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

三 

研
究
責
任
者
の
氏
名 

[

号
を
削
る
。]

 

四 

研
究
の
目
的
及
び
意
義 

五 

研
究
の
方
法
及
び
期
間 

六 

生
殖
細
胞
の
作
成
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
生
殖
細
胞
の
作
成
の

用
に
供
さ
れ
る
細
胞
に
関
す
る
説
明 

七 

生
殖
細
胞
の
作
成
を
行
う
場
合
に
は
、
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る

イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
に
関
す
る
説
明
（
細
胞
の
提
供
者

の
個
人
情
報
の
保
護
の
具
体
的
な
方
法
を
含
む
。
） 

八 

ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
の
作
成
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル

の
培
養
期
間
と
当
該
培
養
期
間
が
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
を
用
い
た
研
究
の

目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
最
小
限
で
あ
る
こ
と
の
説
明 

[

号
を
削
る
。]

 

[

号
を
削
る
。]

 

３ 

研
究
計
画
書
に
は
、
研
究
責
任
者
の
略
歴
及
び
研
究
業
績
を
示
す
書

類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
倫
理
審
査
委
員
会
の
意
見
聴
取
） 

第
十
二
条 

研
究
機
関
の
長
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
研
究

責
任
者
か
ら
研
究
計
画
の
実
施
の
了
承
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の

ら
か
じ
め
、
研
究
計
画
書
を
作
成
し
、
研
究
計
画
の
実
施
に
つ
い
て
研

究
機
関
の
長
の
了
承
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

研
究
計
画
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 
[

同
上]

 

二 

研
究
機
関
の
名
称
及
び
そ
の
所
在
地
並
び
に
研
究
機
関
の
長
の
氏

名 

三 

研
究
責
任
者
の
氏
名
、
略
歴
及
び
研
究
業
績 

四 

研
究
者
の
氏
名
、
略
歴
及
び
研
究
業
績 

五 

生
殖
細
胞
作
成
研
究
の
目
的
及
び
そ
の
必
要
性 

六 

生
殖
細
胞
作
成
研
究
の
方
法
及
び
期
間 

七 

生
殖
細
胞
の
作
成
の
用
に
供
さ
れ
る
細
胞
に
関
す
る
説
明 

 

八 

イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
に
関
す
る
説
明 

  [

号
を
加
え
る
。]

 

  

九 

細
胞
の
提
供
者
の
個
人
情
報
の
保
護
の
具
体
的
な
方
法 

十 

そ
の
他
必
要
な
事
項 

[

項
を
加
え
る
。]

 

  
（
倫
理
審
査
委
員
会
の
意
見
聴
取
） 

第
十
二
条 
研
究
機
関
の
長
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
研
究

責
任
者
か
ら
研
究
計
画
の
実
施
の
了
承
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
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妥
当
性
に
つ
い
て
研
究
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
の
意
見
を
求
め
る
と

と
も
に
、
当
該
意
見
に
基
づ
き
研
究
計
画
の
こ
の
指
針
に
対
す
る
適
合

性
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
文
部
科
学
大
臣
へ
の
届
出
） 

第
十
三
条 

[
略]

 

２ 

前
項
の
場
合
に
は
、
研
究
機
関
の
長
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
文
部

科
学
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 
[

略]
 

二 

研
究
責
任
者
の
略
歴
及
び
研
究
業
績
を
示
す
書
類 

三 

研
究
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
過
程
及
び
結
果

を
示
す
書
類 

四 

研
究
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
に
関
す
る
規
則 

 [

号
を
削
る
。]

 

３ 

文
部
科
学
大
臣
は
、
研
究
計
画
の
届
出
の
状
況
に
つ
い
て
科
学
技
術

・
学
術
審
議
会
生
命
倫
理
・
安
全
部
会
に
随
時
報
告
す
る
も
の
と
す
る

。 

 

（
研
究
計
画
の
変
更
） 

第
十
四
条 

研
究
責
任
者
は
、
第
十
一
条
第
二
項
各
号
（
第
二
号
を
除
く

。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

当
該
変
更
に
つ
い
て
研
究
機
関
の
長
の
了
承
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
研
究
計
画
の
実
質
的
な
内
容
に
係
ら
な
い
変
更
に
つ
い
て
は

、
研
究
機
関
の
長
に
報
告
す
る
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
。 

 

妥
当
性
に
つ
い
て
倫
理
審
査
委
員
会
の
意
見
を
求
め
る
と
と
も
に
、
当

該
意
見
に
基
づ
き
研
究
計
画
の
こ
の
指
針
に
対
す
る
適
合
性
を
確
認
す

る
も
の
と
す
る
。 

 

（
文
部
科
学
大
臣
へ
の
届
出
） 

第
十
三
条 

[

同
上]

 

２ 

前
項
の
場
合
に
は
、
研
究
機
関
の
長
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
文
部

科
学
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 
[

同
上]

 

[

号
を
加
え
る
。]

 

二 

倫
理
審
査
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
過
程
及
び
結
果
を
示
す
書
類 

 

三 

倫
理
審
査
委
員
会
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
及
び
第
十
条

第
四
項
第
六
号
に
規
定
す
る
規
則
の
写
し 

四 

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
の
写
し 

３ 

文
部
科
学
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は

、
当
該
届
出
に
係
る
事
項
を
科
学
技
術
・
学
術
審
議
会
生
命
倫
理
・
安

全
部
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
研
究
計
画
の
変
更
） 

第
十
四
条 

研
究
責
任
者
は
、
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び

第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
研
究
計
画
変
更
書
を
作
成
し
て
、
研
究
機
関
の
長

の
了
承
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
了
承
を
求
め

ら
れ
た
研
究
機
関
の
長
は
、
当
該
変
更
の
妥
当
性
に
つ
い
て
倫
理
審
査

委
員
会
の
意
見
を
求
め
る
と
と
も
に
、
当
該
意
見
に
基
づ
き
当
該
変
更
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２ 

研
究
機
関
の
長
は
、
前
項
本
文
の
了
承
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
当

該
変
更
の
妥
当
性
に
つ
い
て
研
究
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
の
意
見
を

求
め
る
と
と
も
に
、
当
該
意
見
に
基
づ
き
当
該
変
更
の
こ
の
指
針
に
対

す
る
適
合
性
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

研
究
機
関
の
長
は
、
第
一
項
本
文
の
了
承
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か

に
、
研
究
計
画
変
更
書
（
研
究
計
画
の
変
更
の
内
容
及
び
理
由
を
記
載

し
た
書
類
を
い
う
。
）
並
び
に
当
該
変
更
に
係
る
研
究
機
関
の
倫
理
審

査
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
過
程
及
び
結
果
を
示
す
書
類
を
添
付
し
て

、
そ
の
旨
を
文
部
科
学
大
臣
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。 

[

項
を
削
る
。]

 

  [

項
を
削
る
。]

 

  [

項
を
削
る
。]

 

   

（
研
究
計
画
の
実
質
的
な
内
容
に
係
ら
な
い
変
更
） 

第
十
四
条
の
二 

研
究
機
関
の
長
は
、
第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ

る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
文
部
科
学

大
臣
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

研
究
機
関
の
長
は
、
前
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
研
究
計
画
の
実
質
的

な
内
容
に
係
ら
な
い
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
研
究
機
関
の

の
こ
の
指
針
に
対
す
る
適
合
性
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

[

項
を
加
え
る
。]

 

   

２ 

研
究
機
関
の
長
は
、
前
項
の
了
承
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
研

究
計
画
変
更
書
並
び
に
当
該
変
更
に
係
る
倫
理
審
査
委
員
会
に
お
け
る

審
査
の
過
程
及
び
結
果
を
示
す
書
類
を
添
付
し
て
、
そ
の
旨
を
文
部
科

学
大
臣
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。 

 

３ 

研
究
機
関
の
長
は
、
第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変

更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
文
部
科
学
大
臣
に
届
け
出
る

も
の
と
す
る
。 

４ 

研
究
責
任
者
は
、
第
十
一
条
第
二
項
第
四
号
又
は
第
十
号
に
掲
げ
る

事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
研
究
計
画
変
更

書
を
作
成
し
て
、
研
究
機
関
の
長
の
了
承
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

研
究
機
関
の
長
は
、
前
項
の
了
承
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
研

究
計
画
変
更
書
を
添
付
し
て
、
そ
の
旨
を
倫
理
審
査
委
員
会
に
報
告
す

る
と
と
も
に
、
文
部
科
学
大
臣
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。 

  [
条
を
加
え
る
。]
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倫
理
審
査
委
員
会
及
び
文
部
科
学
大
臣
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。 

 
（
進
行
状
況
の
報
告
） 

第
十
五
条 

研
究
責
任
者
は
、
作
成
研
究
の
進
行
状
況
を
研
究
機
関
の
長

及
び
研
究
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
に
随
時
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

研
究
責
任
者
は
、
少
な
く
と
も
毎
年
一
回
、
前
項
の
報
告
に
加
え
、

生
殖
細
胞
の
作
成
状
況
を
記
載
し
た
生
殖
細
胞
作
成
状
況
報
告
書
を
作

成
し
、
研
究
機
関
の
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

研
究
機
関
は
、
作
成
研
究
に
関
す
る
資
料
の
提
出
、
調
査
の
受
入
れ

そ
の
他
文
部
科
学
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
措
置
に
協
力
す
る
も
の
と
す

る
。 

 

（
作
成
研
究
の
終
了
） 

第
十
六
条 

研
究
責
任
者
は
、
作
成
研
究
を
終
了
し
た
と
き
は
、
速
や
か

に
、
作
成
研
究
の
結
果
を
記
載
し
た
報
告
書
を
作
成
し
、
研
究
機
関
の

長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

研
究
機
関
の
長
は
、
前
項
の
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
速

や
か
に
、
そ
の
写
し
を
研
究
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
及
び
文
部
科
学

大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
生
殖
細
胞
の
作
成
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
細
胞
の
要
件
） 

第
十
七
条 

生
殖
細
胞
作
成
研
究
に
お
い
て
生
殖
細
胞
の
作
成
の
用
に
供

す
る
こ
と
が
で
き
る
細
胞
（
当
該
細
胞
が
ヒ
ト
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
で
あ
る
場

合
に
は
、
当
該
ヒ
ト
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
の
作
成
の
用
に
供
さ
れ
る
ヒ
ト
の
体

  

（
進
行
状
況
の
報
告
） 

第
十
五
条 

研
究
責
任
者
は
、
少
な
く
と
も
毎
年
一
回
、
生
殖
細
胞
の
作

成
状
況
を
記
載
し
た
生
殖
細
胞
作
成
状
況
報
告
書
を
作
成
し
、
研
究
機

関
の
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

研
究
機
関
の
長
は
、
前
項
の
生
殖
細
胞
作
成
状
況
報
告
書
の
提
出
を

受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
写
し
を
倫
理
審
査
委
員
会
及
び
文

部
科
学
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

[

項
を
加
え
る
。]

 

   

（
生
殖
細
胞
作
成
研
究
の
終
了
） 

第
十
六
条 

研
究
責
任
者
は
、
生
殖
細
胞
作
成
研
究
を
終
了
し
た
と
き
は

、
速
や
か
に
、
作
成
し
た
生
殖
細
胞
を
廃
棄
す
る
と
と
も
に
、
生
殖
細

胞
作
成
研
究
の
結
果
を
記
載
し
た
研
究
終
了
報
告
書
を
作
成
し
、
研
究

機
関
の
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

研
究
機
関
の
長
は
、
前
項
の
研
究
終
了
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
と

き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
写
し
を
倫
理
審
査
委
員
会
及
び
文
部
科
学
大

臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
（
生
殖
細
胞
の
作
成
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
細
胞
の
要
件
） 

第
十
七
条 

生
殖
細
胞
作
成
研
究
に
お
い
て
生
殖
細
胞
の
作
成
の
用
に
供

す
る
こ
と
が
で
き
る
細
胞
（
当
該
細
胞
が
ヒ
ト
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
で
あ
る
場

合
に
は
、
当
該
ヒ
ト
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
の
作
成
の
用
に
供
さ
れ
る
ヒ
ト
の
体
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細
胞
を
含
む
。
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に

限
る
も
の
と
す
る
。 

一 

生
殖
細
胞
の
作
成
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・

コ
ン
セ
ン
ト
を
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使

用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
を
い
う

。
）
に
よ
り
受
け
て
い
る
細
胞 

二 
[

略]
 

 

（
生
殖
細
胞
作
成
研
究
に
お
け
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の

手
続
） 

 

第
十
八
条 

研
究
機
関
は
、
生
殖
細
胞
作
成
研
究
に
お
い
て
細
胞
の
提
供

者
に
対
し
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
に
係
る
説
明
を
実
施
す
る

に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
説
明
書
を
提
示
し
、

分
か
り
や
す
く
、
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

一
～
十 

[

略]
 

２ 

研
究
機
関
は
、
前
項
の
提
供
者
か
ら
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン

ト
を
受
け
る
に
当
た
っ
て
は
、
提
供
者
が
置
か
れ
て
い
る
立
場
を
不
当

に
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。 

３ 

研
究
機
関
は
、
生
殖
細
胞
作
成
研
究
に
お
い
て
未
成
年
者
そ
の
他
同

意
の
能
力
を
欠
く
提
供
者
か
ら
細
胞
の
提
供
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
場

合
に
は
、
代
諾
者
と
な
る
べ
き
者
（
当
該
提
供
者
の
親
権
を
行
う
者
、

配
偶
者
、
後
見
人
そ
の
他
こ
れ
に
準
じ
る
者
を
い
う
。
）
の
イ
ン
フ
ォ

ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。 

 

 

[

条
を
削
る
。]

 

細
胞
を
含
む
。
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に

限
る
も
の
と
す
る
。 

一 

生
殖
細
胞
の
作
成
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・

コ
ン
セ
ン
ト
を
書
面
に
よ
り
受
け
て
い
る
細
胞 

  

二 
[

同
上]

 

 

（
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
手
続
） 

 第
十
八
条 

研
究
機
関
は
、
細
胞
の
提
供
者
に
対
し
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・

コ
ン
セ
ン
ト
に
係
る
説
明
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
説
明
書
を
提
示
し
、
分
か
り
や
す
く
、
こ
れ
を
行
う

も
の
と
す
る
。 

一
～
十 

[

同
上]

 

２ 

研
究
機
関
は
、
提
供
者
か
ら
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を
受

け
る
に
当
た
っ
て
は
、
提
供
者
が
置
か
れ
て
い
る
立
場
を
不
当
に
利
用

し
て
は
な
ら
な
い
。 

３ 

研
究
機
関
は
、
未
成
年
者
そ
の
他
同
意
の
能
力
を
欠
く
提
供
者
か
ら

細
胞
の
提
供
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
代
諾
者
と
な
る
べ
き

者
（
当
該
提
供
者
の
親
権
を
行
う
者
、
配
偶
者
、
後
見
人
そ
の
他
こ
れ

に
準
じ
る
者
を
い
う
。
）
の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を
受
け

る
も
の
と
す
る
。 

 

（
個
人
情
報
の
保
護
） 

第
十
九
条 

研
究
機
関
を
有
す
る
法
人
の
代
表
者
及
び
行
政
機
関
の
長
等
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第
六
章 
雑
則 

（
個
人
情
報
の
保
護
） 

第
十
九
条 

研
究
機
関
を
有
す
る
法
人
の
代
表
者
及
び
行
政
機
関
の
長
等

の
事
業
者
及
び
組
織
の
代
表
者
は
、
細
胞
の
提
供
者
の
個
人
情
報
の
保

護
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
令
等
を

遵
守
す
る
ほ
か
、
人
を
対
象
と
す
る
生
命
科
学
・
医
学
系
研
究
に
関
す

る
倫
理
指
針
（
令
和
三
年
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省

告
示
第
一
号
）
に
準
じ
た
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
成
果
の
公
開
） 

第
二
十
条 

作
成
研
究
に
よ
り
得
ら
れ
た
成
果
は
、
知
的
財
産
権
及
び
個

人
情
報
の
保
護
等
に
支
障
が
生
じ
る
場
合
を
除
き
、
公
開
す
る
も
の
と

す
る
。 

２ 

研
究
責
任
者
及
び
研
究
者
等
は
、
ヒ
ト
幹
細
胞
か
ら
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル

の
作
成
を
行
う
場
合
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
利
用
し
て
、
当
該
ヒ
ト

胚
モ
デ
ル
を
用
い
た
研
究
に
関
す
る
情
報
公
開
を
行
う
と
と
も
に
、
当

該
研
究
の
成
果
の
普
及
啓
発
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
指
針
不
適
合
の
公
表
） 

第
二
十
一
条 

文
部
科
学
大
臣
は
、
作
成
研
究
が
こ
の
指
針
に
定
め
る
基

の
事
業
者
及
び
組
織
の
代
表
者
は
、
細
胞
の
提
供
者
の
個
人
情
報
の
保

護
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
令
等
を

遵
守
す
る
ほ
か
、
人
を
対
象
と
す
る
生
命
科
学
・
医
学
系
研
究
に
関
す

る
倫
理
指
針
（
令
和
三
年
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省

告
示
第
一
号
）
に
準
じ
た
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
六
章 

雑
則 

 

[

条
を
加
え
る
。]

 

      

（
成
果
の
公
開
） 

第
二
十
条 

生
殖
細
胞
作
成
研
究
に
よ
り
得
ら
れ
た
成
果
は
、
原
則
と
し

て
公
開
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

研
究
機
関
は
、
生
殖
細
胞
作
成
研
究
に
よ
り
得
ら
れ
た
成
果
を
公
開

す
る
場
合
に
は
、
当
該
研
究
が
こ
の
指
針
に
適
合
し
て
行
わ
れ
た
こ
と

を
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
指
針
不
適
合
の
公
表
） 

第
二
十
一
条 
文
部
科
学
大
臣
は
、
生
殖
細
胞
作
成
研
究
が
こ
の
指
針
に
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準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
る
者
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公

表
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
（
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
及
び
ヒ
ト
幹
細
胞
の
い
ず
れ
も
使
用
し
て
ヒ
ト
胚
モ

デ
ル
の
作
成
を
行
う
一
の
研
究
） 

第
二
十
二
条 
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
及
び
ヒ
ト
幹
細
胞
の
い
ず
れ
も
使
用
し
て

ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
の
作
成
を
行
う
一
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
こ
の
指
針
の
各
規
定
に
定
め
る
各
行
為
は
、
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
関
す
る
指
針
（
平
成
三
十
一
年
文

部
科
学
省
告
示
第
六
十
八
号
、
以
下
「
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
使
用
指
針
」
と

い
う
。
）
の
各
規
定
に
定
め
る
各
行
為
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。 

こ
の
指
針 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
使
用
指
針 

規
定 

代

え

ら

れ

る

規

定

中

の

行

為 

規
定 

代

え

る

規

定

中
の
行
為 

第

七

条

の

二

第
一
項 

研

究

機

関

が

作

成

し

た

ヒ

ト

胚

モ

デ

ル

を

譲

渡

す

る

際

の

取

扱

い

の
確
認 

第

十

九

条

の

三
第
一
項 

使

用

機

関

が

作

成

し

た

ヒ

ト

胚

モ

デ

ル

を

譲

渡

す

る

際

の

取

扱

い

の
確
認 

第

七

条

の

二

第
二
項 

研

究

機

関

の

長
の
了
承 

第

十

九

条

の

三
第
二
項 

使

用

機

関

の

長
の
了
承 

定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
る
者
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ

の
旨
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

   [

条
を
加
え
る
。]
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第

七

条

の

二

第
三
項 

作

成

し

た

ヒ

ト

胚

モ

デ

ル

の

譲

渡

の

適

合
性
の
確
認 

第

十

九

条

の

三
第
三
項 

作

成

し

た

ヒ

ト

胚

モ

デ

ル

の

譲

渡

の

適

合
性
の
確
認 

第

七

条

の

二

第
四
項 

研

究

機

関

の

倫

理

審

査

委

員

会

及

び

文

部

科

学

大

臣

へ
の
報
告 

第

十

九

条

の

三
第
四
項 

使

用

機

関

の

倫

理

審

査

委

員

会

及

び

文

部

科

学

大

臣

へ
の
報
告 

第

十

一

条

第

一
項 

研

究

計

画

書

の
作
成 

第

十

一

条

第

一
項 

使

用

計

画

書

の
作
成 

研

究

機

関

の

長
の
了
承 

使

用

機

関

の

長
の
了
承 

第
十
二
条 

研

究

機

関

の

倫

理

審

査

委

員

会

の

意

見

聴
取 

第
十
二
条 

使

用

機

関

の

倫

理

審

査

委

員

会

の

意

見

聴
取 

研

究

計

画

の

指

針

適

合

性

の
確
認 

使

用

計

画

の

指

針

適

合

性

の
確
認 

第

十

三

条

第

一

項

及

び

第

二
項 

研

究

計

画

の

実

施

の

届

出

及

び

書

類

の

提
出 

第

十

三

条

第

一

項

及

び

第

二
項 

使

用

計

画

の

実

施

の

届

出

及

び

書

類

の

提
出 
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第

十

四

条

第

一
項 

研

究

機

関

の

長

の

了

承

又

は

研

究

機

関

の

長

へ

の

報

告 

第

十

四

条

第

一
項 

使

用

機

関

の

長

の

了

承

又

は

使

用

機

関

の

長

へ

の

報

告 

第

十

四

条

第

二
項 

研

究

機

関

の

倫

理

審

査

委

員

会

の

意

見

聴
取 

第

十

四

条

第

二
項 

使

用

機

関

の

倫

理

審

査

委

員

会

の

意

見

聴
取 

研

究

計

画

の

変

更

の

指

針

適

合

性

の

確

認 

使

用

計

画

の

変

更

の

指

針

適

合

性

の

確

認 

第

十

四

条

第

三
項 

研

究

計

画

変

更

書

並

び

に

当

該

変

更

に

係

る

研

究

機

関

の

倫

理

審

査

委

員

会

に

お

け

る

審

査

の

過

程

及

び

結

果

を

示

す

書
類
の
届
出 

第

十

四

条

第

三
項 

使

用

計

画

変

更

書

並

び

に

当

該

変

更

に

係

る

使

用

機

関

の

倫

理

審

査

委

員

会

に

お

け

る

審

査

の

過

程

及

び

結

果

を

示

す

書
類
の
届
出 

第

十

四

条

の

二

第

一

項

及

び
第
二
項 

研

究

計

画

の

実

質

的

な

内

容

に

係

ら

な

第

十

五

条

第

一

項

及

び

第

二
項 

使

用

計

画

の

実

質

的

な

内

容

に

係

ら

な
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い

変

更

の

届

出 

い

変

更

の

届

出 
第

十

五

条

第

一
項 

研

究

機

関

の

長

及

び

研

究

機

関

の

倫

理

審

査

委

員

会

へ
の
報
告 

第

十

六

条

第

一
項 

使

用

機

関

の

長

及

び

使

用

機

関

の

倫

理

審

査

委

員

会

へ
の
報
告 

第

十

六

条

第

一
項 

報

告

書

の

作

成

及

び

研

究

機

関

の

長

へ

の
提
出 

第

十

七

条

第

一
項 

報

告

書

の

作

成

及

び

使

用

機

関

の

長

へ

の
提
出 

第

十

六

条

第

二
項 

研

究

機

関

の

倫

理

審

査

委

員

会

及

び

文

部

科

学

大

臣

へ
の
提
出 

第

十

七

条

第

二
項 

使

用

機

関

の

倫

理

審

査

委

員

会

及

び

文

部

科

学

大

臣

へ
の
提
出 

 

備
考 

表
中
の[

 
]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 
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附 

則 
（
施
行
期
日
） 

第
一
条 
こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
ヒ
ト
幹
細
胞
（
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
除
く
。
）
か
ら
改
正
後
の
ヒ
ト
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞

等
か
ら
生
殖
細
胞
又
は
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
の
作
成
を
行
う
研
究
に
関
す
る
指
針
（
以
下
「
新
指
針
」
と
い
う
。
）
第
二

条
第
四
号
の
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
の
作
成
を
行
っ
て
い
る
同
条
第
五
号
の
研
究
機
関
に
つ
い
て
の
新
指
針
第
十
一
条
第
一

項
及
び
第
十
三
条
第
一
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
一
条
第
一
項
中
「
あ
ら
か
じ
め
」
と
あ
る
の
は
「
令
和
八
年

六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
」
、
「
の
了
承
を
求
め
る
」
と
あ
る
の
は
「
に
報
告
す
る
」
と
、
第
十
三
条
第
一
項
中
「

を
了
承
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
前
条
の
手
続
の
終
了
後
、
あ
ら
か
じ
め
」
と
あ
る
の
は
「
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
た

と
き
は
、
速
や
か
に
」
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
作
成
に
係
る
研
究
計
画
に
は
、
新
指
針
第
十
一
条
第

二
項
第
八
号
、
第
十
二
条
並
び
に
第
十
三
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

研
究
計
画
の
変
更
（
新
指
針
第
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
研
究
計
画
の
実
質
的
な
内
容
に
係
ら
な
い
変
更
を
除
く

。
）
に
つ
い
て
は
、
新
指
針
第
十
一
条
第
二
項
第
八
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

２ 

研
究
機
関
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
新
指
針
第
十
三
条
第
一
項
の
届
出
を
し
た
場
合

は
、
速
や
か
に
、
新
指
針
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
書
類
の
写
し
を
研
究
機
関
の
倫
理
審
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査
委
員
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 



 

1 

○
文
部
科
学
省
告
示
第
十
六
号 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
機
関
に
関
す
る
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
八
年
二
月
十
三
日 

文
部
科
学
大
臣 

松
本 

洋
平 

 
 

 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
機
関
に
関
す
る
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
機
関
に
関
す
る
指
針
（
平
成
三
十
一
年
文
部
科
学
省
告
示
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続

す
る
他
の
規
定
と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載
）
に
二
重
傍
線
を

付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す

る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

 
 



 

2 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
指
針
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一
～
六 

[
略]

 

七 

ヒ
ト
胚
モ
デ
ル 

ヒ
ト
幹
細
胞
を
分
化
さ
せ
た
細
胞
か
ら
作
成
す

る
細
胞
群
の
う
ち
、
ヒ
ト
胚
又
は
ヒ
ト
胚
に
類
す
る
発
生
初
期
の
細

胞
群
の
特
性
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
ヒ
ト
胚
で
な
い
も
の
を
い
う

。 

八
～
十
四 

[

略]
 

 

（
分
配
機
関
の
設
置
に
関
す
る
手
続
） 

第
五
条 

[

略]
 

２
～
４ 

[

略]
 

５ 

第
一
項
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
機
関
の
長
は
、
次
に
掲
げ
る
書

類
を
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 
[

略]
 

二 

分
配
責
任
者
の
略
歴
、
研
究
業
績
及
び
教
育
研
修
の
受
講
歴
を
示

す
書
類 

三
～
五 

[

略]
 

６ 
[

略]
 

 

（
分
配
機
関
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
） 

第
六
条 

[

略]
 

２ 
[

略]
 

３ 

倫
理
審
査
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
指
針
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一
～
六 

[

同
上]

 

[

号
を
加
え
る
。]

 

   

七
～
十
三 

[

同
上]

 

 

（
分
配
機
関
の
設
置
に
関
す
る
手
続
） 

第
五
条 

[

同
上]

 

２
～
４ 

[

同
上]

 

５ 

第
一
項
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
機
関
の
長
は
、
次
に
掲
げ
る
書

類
を
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 
[

同
上]

 

二 

分
配
責
任
者
の
略
歴
、
研
究
業
績
及
び
教
育
研
修
の
受
講
歴 

 

三
～
五 

[

同
上]

 

６ 
[

同
上]

 

 
（
分
配
機
関
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
） 

第
六
条 

[
同
上]

 

２ 
[

同
上]

 

３ 

倫
理
審
査
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。 



 

3 

一 

設
置
計
画
の
妥
当
性
を
総
合
的
に
審
査
で
き
る
よ
う
、
次
に
掲
げ

る
要
件
の
全
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。
な
お
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に

掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
他
を
同
時
に
兼
ね
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
会
議
の
成
立
に
つ
い
て
も
同
様
の
要
件
と
す
る
。 

イ
～
ホ 

[

略]
 

ヘ 

当
該
設
置
計
画
を
実
施
す
る
分
配
責
任
者
又
は
研
究
者
等
と
の

間
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者
が
審
査
に
参
画
し
な
い
こ
と
。 

二 

倫
理
審
査
委
員
会
に
関
す
る
規
則
が
定
め
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
規

則
が
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

４ 

設
置
計
画
を
実
施
す
る
分
配
責
任
者
及
び
研
究
者
等
は
、
倫
理
審
査

委
員
会
の
審
議
及
び
意
見
の
決
定
に
同
席
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
当

該
倫
理
審
査
委
員
会
の
求
め
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
会
議
に
出
席
し

、
設
置
計
画
に
関
す
る
説
明
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

倫
理
審
査
委
員
会
の
議
事
の
内
容
は
、
当
該
倫
理
審
査
委
員
会
に
関

す
る
規
則
に
よ
り
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
事
項
を
除

き
、
公
開
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
海
外
機
関
に
対
す
る
分
配
） 

第
十
三
条 

分
配
機
関
に
よ
る
海
外
機
関
へ
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
は

、
分
配
先
と
の
契
約
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満

た
す
場
合
に
限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
三 
[

略]
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ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
し
て
作
成
し
た
胚
又
は
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
の

人
又
は
動
物
の
胎
内
へ
の
移
植
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
個
体
の
生
成

、
ヒ
ト
胚
及
び
ヒ
ト
の
胎
児
へ
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
導
入
並
び
に
ヒ

ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
し
て
作
成
し
た
生
殖
細
胞
を
用
い
た
ヒ
ト
胚
の

一 

設
置
計
画
の
妥
当
性
を
総
合
的
に
審
査
で
き
る
よ
う
、
次
に
掲
げ

る
要
件
の
全
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。
な
お
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に

掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
他
を
同
時
に
兼
ね
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
会
議
の
成
立
に
つ
い
て
も
同
様
の
要
件
と
す
る
。 
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当
該
設
置
計
画
を
実
施
す
る
研
究
者
等
又
は
分
配
責
任
者
と
の

間
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者
が
審
査
に
参
画
し
な
い
こ
と
。 
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当
該
倫
理
審
査
委
員
会
に
関
す
る
規
則
が
定
め
ら
れ
、
か
つ
、
当

該
規
則
が
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 
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設
置
計
画
を
実
施
す
る
分
配
責
任
者
及
び
研
究
者
等
は
、
倫
理
審
査

委
員
会
の
審
議
及
び
意
見
の
決
定
に
同
席
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
当

該
倫
理
審
査
委
員
会
の
求
め
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
会
議
に
出
席
し

設
置
計
画
に
関
す
る
説
明
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 
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倫
理
審
査
委
員
会
の
議
事
の
内
容
は
、
倫
理
審
査
委
員
会
に
関
す
る

規
則
に
よ
り
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
事
項
を
除
き
、

公
開
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
海
外
機
関
に
対
す
る
分
配
） 

第
十
三
条 

分
配
機
関
に
よ
る
海
外
機
関
へ
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
は

、
分
配
先
と
の
契
約
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満

た
す
場
合
に
限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
三 

[

同
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四 
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
し
て
作
成
し
た
胚
の
人
又
は
動
物
の
胎
内

へ
の
移
植
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
個
体
の
生
成
、
ヒ
ト
胚
及
び
ヒ
ト

の
胎
児
へ
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
導
入
並
び
に
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
か
ら
作

成
し
た
生
殖
細
胞
を
用
い
た
ヒ
ト
胚
の
作
成
を
行
わ
な
い
こ
と
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作
成
を
行
わ
な
い
こ
と
。 

五
～
七 

[

略]
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備
考 
表
中
の[

 
]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 
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附 

則 
こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



1

「ヒトES細胞の使用に関する指針」（ヒトES細胞使用指針）の主な改正内容

改正条文 改正内容

第２条 定義 ヒト胚モデルを「ヒト幹細胞を分化させた細胞から作成する細胞群のうち、ヒト胚又はヒト
胚に類する発生初期の細胞群の特性を示すものであって、ヒト胚でないもの」と定義。その
他、技術的観点での参考情報は指針のガイダンスにおいて記載予定

第５条 禁止行為 ヒト胚モデルの胎内移植及び個体産生の禁止を規定

第11条 使用機関の長の了承 使用計画書の記載事項に、ヒト胚モデルの培養期間とその培養期間が研究目的を達成
するために必要最小限であることの説明を追加

第18条 分配の要件 使用機関がヒトES細胞を分配する要件として、分配先において、分配を受けたヒトES細
胞から作成したヒト胚モデルの胎内移植及び個体産生を禁止する規定を追加

第19条の２ 分化細胞の取扱い 作成したヒト胚モデルを譲渡する場合について、譲渡先におけるヒト胚モデルの取扱い
（胎内移植及び個体産生の禁止等）と、使用機関における譲渡手続き等を規定

第20条 研究成果の公開 研究者等が研究の情報提供を行うとともに、普及啓発に努めることを規定

ヒト胚モデルの取扱いに関する関係指針の改正内容について

〇近年、生命科学の分野において、ヒト受精胚を用いる代替として、ヒトiPS細胞、ヒトES細胞等からヒト胚に類似し
た構造物（ヒト胚モデル）を作成する研究が世界的に実施されています。

〇令和６年11月７日、総合科学技術・イノベーション会議 生命倫理専門調査会において、ヒト胚モデルの取扱い
について、ルールを設けることが妥当とする報告書がとりまとめられました。

〇同報告を受け、文部科学省及び厚生労働省は、ヒトES細胞やヒトiPS細胞等の取扱いについて規定する関係指
針を改正しました（令和８年２月13日公布、同年４月１日施行）。

ヒトES細胞からヒト胚モデルを作成する際には本指針を適用することとし、下記のとおり改正することとしました。
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改正条文 改正内容

指針名称 ヒト胚モデル作成研究に適用されることを明確化するため、「ヒトiPS細胞等から生殖細胞
又はヒト胚モデルの作成を行う研究に関する指針」と名称を変更

第１条 目的 ヒト胚モデル作成研究の目的規定を追加

第２条 定義 ヒト胚モデルを「ヒト幹細胞を分化させた細胞から作成する細胞群のうち、ヒト胚又はヒト
胚に類する発生初期の細胞群の特性を示すものであって、ヒト胚でないもの」と定義
その他、技術的観点での参考情報は指針のガイダンスにおいて記載予定

第６条 行ってはならない行為 ヒト胚モデルの胎内移植及び個体産生の禁止を規定

第７条の２ 分化細胞の取扱い 作成したヒト胚モデルを譲渡する場合について、譲渡先におけるヒト胚モデルの取扱い
（胎内移植及び個体産生の禁止等）と、研究機関における譲渡手続き等を規定

第11条 研究機関の長の了承 研究計画書の記載事項に、ヒト胚モデルの培養期間とその培養期間が研究目的を達成
するために必要最小限であることの説明を追加

第20条 研究成果の公開 研究者等が研究の情報提供を行うとともに、普及啓発に努めることを規定

「ヒトiPS細胞又はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を行う研究に関する指針」
（生殖細胞作成指針）の主な改正内容

その他にヒトES細胞使用指針との整合性を確保するため第10条（倫理審査委員会）、第11条（研究機
関の長の了承)、第15条（進行状況の報告）、第16条（生殖細胞作成研究の終了）を改正。
また、電磁的方法によるIC取得を可能とするため、第17条（生殖細胞の作成の用に供することができる細胞
の要件）を改正。

ヒトiPS細胞等のヒト幹細胞からヒト胚モデルを作成する際には本指針を適用することとし、下記のとおり改正することとしました。



3

ヒトES細胞使用指針及び生殖細胞作成指針に共通する改正内容①
条文新設：ヒト胚モデル作成研究において両指針が適用される場合

（３）ヒトES細胞とヒトiPS細胞等の両方を用いてヒト胚モデルを作成する場合

（２）ヒトiPS細胞等（ヒトES細胞を除く）のみを用いてヒト胚モデルを作成する場合

ヒトES細胞

ヒトiPS細胞等
※ヒトES細胞を除く

作 成

ヒトiPS細胞等
※ヒトES細胞を除く

ヒトES細胞使用指針を適用

生殖細胞・ヒト胚モデル作成指針
を適用

ヒトES細胞

②１つの研究計画でヒトES細胞とヒトiPS細胞等からそれぞれヒト胚モデルを作成

ヒトiPS細胞等
※ヒトES細胞を除く

・ヒトES細胞使用指針の届出
をもって、生殖細胞・ヒト胚モ
デル作成指針の届出に代える
ことができること等を規定(生
殖細胞作成指針に第22条を
新設)

・ヒトES細胞使用指針と
生殖細胞・ヒト胚モデル作成
指針を適用

①ヒトES細胞とヒトiPS細胞等の両方からヒト胚モデルを作成

ヒトES細胞

（１）ヒトES細胞のみを用いてヒト胚モデルを作成する場合

作 成

作 成

作 成

作 成
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ヒトES細胞使用指針及び生殖細胞作成指針に共通する改正内容②
附則：既に着手されているヒト胚モデル作成研究の取扱いについて

ヒトES細胞

①施行前から
届出されている使用
計画

②施行後に
開始される使用計画

ヒトiPS細胞
等 ③施行前から

実施されている研究
計画

④施行後に
開始される研究計画

施行日公布日

既に着手されている研究についても胎内移植の禁止といったルールは適用されるが、倫理審査委員会の開催を求めて、その間に研究を停止させる
ことは過剰な規制となるため、
★ヒトES細胞については、改正前の指針に基づき文部科学大臣に届け出た使用計画について、改正後の指針に基づく文部科学大臣への届出が
行われたものとみなす。 ※倫理審査委員会による審査不要

◆ヒトiPS細胞等については、研究計画書（ヒト胚モデルの培養期間に関する事項を除く。）の国への新規届出、研究機関の長への報告と倫理
審査委員会への届出の写しの提出を求めることとする。（届出期間は施行後３か月間を想定） ※倫理審査委員会による審査不要

いずれの場合も、ヒト胚モデルの培養期間に関する事項は、改正後の指針の施行後、最初の計画の変更を行う際に、倫理審査委員会による審査
を求めることとする。

★

新規届出
※倫理審査委員会
による審査

（培養期間の検討
を含める）

変更届出
※倫理審査委員会
による審査

（培養期間の検討
を含める）

届出済
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「ヒトES細胞の樹立に関する指針」及び「ヒトES細胞の分配機関に関する指針」の主な改正内容

＜ヒトES細胞使用指針と同様の改正＞
・ ヒトES細胞の取扱いには、ヒトES細胞使用指針の他に、ヒト受精胚からのヒトES細胞の樹立に係る「ヒトES
細胞の樹立に関する指針」（ヒトES細胞樹立指針）及び樹立されたヒトES細胞の分配に係る「ヒトES細胞
の分配機関に関する指針」（ヒトES細胞分配指針）が存在。

・ これらの指針について、ヒトES細胞使用指針と同様の内容を反映させるための改正が必要。具体的には、
 ① ヒト胚モデルの定義
 ② ヒトES細胞を海外機関に分配する際の要件（分配先におけるヒト胚モデルの胎内移植・個体産生の禁止)

 を規定するための改正を実施する。
→ヒトES細胞樹立指針：第2条 定義、第23条 海外機関に対する分配
→ヒトES細胞分配指針：第2条 定義、第13条 海外機関に対する分配

＜他のヒト胚関連指針を踏まえた改正＞
・ 上記の改正を機に、ヒトES細胞樹立指針について、他のヒト胚関連指針（「ヒト受精胚の提供を受けて行う
遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針」等）において認められている以下の内容を反映する
ための条文の見直しを行う。

 ① 電磁的方法によるインフォームド・コンセントの取得
  →第18条～第20条 ヒト受精胚の提供に係るインフォームド・コンセントの手続・説明・確認
  第28条～第30条 未受精卵等の提供に係るインフォームド・コンセントの手続・説明・確認

 第34条・第35条 体細胞の提供に係るインフォームド・コンセントの手続・説明

 ② 事実婚の夫婦等からのヒト受精胚の提供
 →第18条 ヒト受精胚の提供に係るインフォームド・コンセントの手続

 ③ 研究者等（ヒト胚を取り扱う者に限る。）の変更に係る手続きを主務大臣への届出とすること
  ※樹立責任者の変更については、主務大臣による確認を存置。

 →第12条 樹立計画の変更、 第13条 樹立計画の実質的な内容に係らない変更
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